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i'1 

し

ヵ:

き

元
代
の
南
中
園
、

い
わ
ゆ
る
江
南
三
省
の
地
域
で
は
、
路
・
州
・
豚
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
一
定
数
の
戸
が
斡
耳
桑
や
諸
王
・
后
妃
・
公
主

・

鮒
馬
や
功
臣
た
ち
に
射
し
て
「
江
南
戸
紗
」
と
し
て
分
け
興
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
事
質
上
、
江
南
の
投
下
領
で
あ
り
、

な
か
で
も
モ
ン
ゴ

ル
の

貴
戚
に
射
し
て
興
え
ら
れ
た
も
の
は
位
下
領
と
い
わ
れ
て
い
る
。
投
下
に
つ
い
て
の
研
究
は
わ
が
園
で
も
先
撃
に
よ
っ
て
か
な
り
究
明
さ
れ
て

(

1

)

 

き
て
お
り
、
そ
の
語
源
か
ら
始
ま
っ
て
そ
の
寅
態
や
意
義
に
つ
い
て
も
論
じ
蜜
く
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
一
種
の
モ

ン
ゴ

ル
的
封
建
制
と
し
て
理
解
す
る
観
貼
か
ら
し
て
も
、

ま
た
モ
ン
ゴ
ル
の
征
服
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
し
て
も
、
北
中
園
に
お
け
る
貫
態
が
主
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
一
面
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
南
中
園
濁
自
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。

と



い
う
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
北
中
園
に
お
け
る
投
下
の
問
題
は
必
ず
や
南
中
園
に
お
い
て
も
同
様
に
波
及
し
た
と
想
定
さ
れ
て
き
た
か
に
み
え

る
さ
き
ご
ろ
筆
者
は
、
投
下
領
が
嘗
時
一
面
に
お
い
て
「
賜
田
」
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
元
代
中
期
に
お
け
る
賜
田
返
還
の
動

向
に
着
目
し
て
、
賜
回
の
職
回
化
傾
向
を
指
摘
し
、
ま
た
投
下
領
と
い
え
ど
も
、
土
地
所
有
や
納
税
を
め
ぐ
る
中
園
的
な
慣
行
と
無
関
係
で
な

(

2

)

 

か
っ
た
と
論
じ
た
。
但
し
そ
こ
で
は
問
題
貼
を
掘
り
起
こ
す
の
を
急
い
だ
あ
ま
り
、
投
下
領
、
と
く
に
江
南
の
投
下
領
の
寅
態
に
つ
い
て
整
理

す
る
の
が
あ
と
廻
し
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
た
。

投
下
領
の
貧
態
を
的
確
に
停
え
る
史
料
は
今
日
、
必
ず
し
も
多
種
多
様
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
貫
態
は
意
外
に
明
ら
か

で
な
い
よ
う
に
思
う
c

こ
の
た
び
筆
者
が
あ
え
て
南
中
園
の
投
下
領
を
中
心
に
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
順
序
が
逆
の
よ
う
で
あ
る
が、

か
え
っ
て
遡
及
的
に
投
下
の
本
質
を
理
解
す
る
の
に
賀
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
投
下
領
の
消
長
が
元
朝
支
配
の

-141ー

強
弱
に
結
び
附
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
嘗
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
換
言
す
れ
ば
モ
ン
ゴ
ル
的
支
配
の
原
理

が
投
下
領
を
逼
じ
て
中
圏
全
土
に
向
か

っ
て
貫
現
さ
れ
て
い
た
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
筆
者
自
身
の
前
稿
以
来
の
疑
問
を
検
誼
し

て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、

ま
ず
江
南
の
投
下
領
の
分
布
肢
況
に
つ
い
て
基
本
史
料
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別

に
公
表
し
た
い。

こ
こ
で
は
『
元
典
章
』
文
書
の
分
析
を
通
じ
て
、
江
南
の
投
下
領
で

寅
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
分
析
し
て
み
た

い
。
こ
れ
ま
で
投
下
領
の
探
究
の
た
め
に
『
元
典
一
章
』
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
し
か
し
文
書
の
な
か
の
部
分
的
な
文
言
を

抽
出
し
て
、

ま
た
特
定
の
一
篠
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
投
下
の
性
質
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
な
い
で
は
な
か

司
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
筆
者
が
試
み
た
い
の
は
、
投
下
の
質
態
を
史
料
か
ら
掘
り
起
こ
す
だ
け
で
は
な
く
、
投
下
関
係
の
諸
僚
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
か
、

さ
ら
に
は
『
元
典
一
章
』
が
牧
録
し
て
い
る
文
書
群
が
物
語
る
も
の
は
何
か
と
い
う
貼
に
及
び
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
議
論
や
聖
旨
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や
行
政
命
令
の
文
言
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
背
景
や
服
絡
を
追
求
し
て
み
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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戸

計

長

官

司

ま
ず
投
下
領
に
直
接
に
関
連
す
る
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

『
元
典
章
』
新
築
刑
部
、

訴
訟
、
約
舎
「
戸
計
司
相
闘
詞
訟
」
の
僚
に
は
衰
州
路

の
事
例
が
み
え
て
お
り
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る。

延
祐
六
年
三
月
日
、
衰
州
路
が
奉
ぜ
る
江
西
行
省
の
割
付
c

来
申
。

も

た

だ

そ

は
、
元
と
戸
を
捜
し
て
設
置
し
、
止
是
本
の
投
下
の
差
役
を
催
癖
す
。
今
別
に
親
管
の
上
司
の
鈴
束
な
き
を
侍
街
し、

叉
た
本
路
と
相
い

統
婿
せ
ず
、
往
々
例
に
遣
い
て
、
刑
名
の
詞
訟
を
受
理
し
て
撞
便
に
断
決
し
、

妄
り
に
戸
計
を
招
き
て
、

差
径
を
影
避
し
、

有
司
に
相
関

「
分
宜
鯨
怯
憐
口
四
千
戸
の
長
官
司
と
寓
載
蘇
三
千
戸
計
の
勾
嘗

し
て
約
問
す
る
の
事
理
は
、
歳
月
を
遷
延
し
て
杜
絶
す
る
能
わ
ず
。
叉
た
毎
歳
合
に
鱗
ず
べ
き
銭
糧

・
差
設
は
、
本
路
の
官
吏
が
園
祭
し

て
認
朕
し
、
分
宜
・
高
裁
豚
が
印
信
の
由
帖
を
出
給
し
、
本
司
男
に
主
首

・
保
甲
を
設
け
て
催
鱗
し
、

民

重

擾

を
受
け
、
歳
終
に
斉
足

す
る
能
わ
ず
、
有
司
を
負
累
し
、

買
に
治
瞳
を
傷
つ
く
。
今
後
歳
塀
の
銭
糧
は
、
若
し
元
と
設
け
る
有
司
を
し
て
催
郷
せ
し
め
、

一
切
の

調
訟
は
、

三
次
約
閉
し
て
至
ら
ざ
れ
ば、

例
に
依
り
て
開
結
せ
ば
、
官
事
早
と
に
杜
絶
す
る
を
得、

銭
糧
成
就
す
る
に
易
き
を
望
む
に
庶

撞
ま
に
詞
肢
を
接
す
る
を
得
る
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か
ら
ん
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
己
に
各
慮
の
戸
計
司
に
割
付
し
、

e-

な
か
れ
、
毎
歳
合
さ
に
緋
ず
べ
き
銭
糧
は
、
既
に
有
司
が
国
策
し
て
認
吠
し
、
由
帖
を
出
給
す
れ
ば
、

本
司

今
後
本
司
に
干
碍
せ
ざ
る
事
理
は
、

期
に
依
り
て
催
蹄
し
、
批

慢
し
て
違
錯
す
る
を
得
る
な
き
を
除
く
の
外
、
仰
せ
て
照
験
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。

耳ルこ
菜ドこ
にの

江「
南分
戸宜
紗 豚
と怯
し憐
て口
興四
え千
ら戸
れ」

たと
もは
の

『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
士
山
、
歳
賜

に
み
え
る

至
元
二
十

一
年
(
一二
八
四
)
に
世
組
の
第
二
斡

そ
し
て
「
高
裁
勝
三
千
戸
計
」
は
同
年
必
閣
赤
に
興
え
ら
れ
た
も
の
を
指
す
と
み
て
よ
い
。
ど

ち
ら
も
戸
数
ま
で
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
『
元
典
章
』

の
こ
の
部
分
は
韻
み
に
く
い
が
、

二
つ

の
投
下
領
を
並
列
し
て
論
じ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
前
者
の
長
官
司
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
瑞
州
路
の
例
が
参
考
に
な
る。

宗
の
后
位
の
四
怯
醇
伴
嘗
に
封
し
て
、
至
元
十
八
年
に
瑞
州
上
高
鯨
八
千
戸
(
紗
三
百
三
十
錠
〉
が
分
接
さ
れ
た
と
み
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き

『
元
史
』
食
貨
志
に
は
世
租
の
衣
子
裕



同
書
巻
八
九
、
百
官
志
に
は
徽
政
院
所
属
の
瑞
州
上
高
豚
戸
計
長
官
司
と
い
う
官
秩
従
五
品
の
官
聴
が
み
え
て
い
る
。

し
か
も
「
本
慮
の
戸
八

千
を
領
す
」
と
あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
食
貨
志
の
江
南
戸
紗
の
分
賜
に
劃
躍
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
年
時
は
同
書
巻
九
四
、

食
貨

志
、
茶
法
に
「
至
大
元
年
、
龍
輿
・
瑞
州
を
以
て
皇
太
后
の
湯
泳
の
邑
と
震
し
、
そ
の
課
は
徽
政
院
に
入
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
武
宗
の
と
き

の
措
置
で
あ
る
と
わ
か
る
。
百
官
志
に
は
績
け
て

「
の
ち
徽
政
院
に
隷
し
、
至
治
三
年
に
罷
む
」
と
あ
る
が
、

『
元
史
』
巻
四
二
、
順
一
一帝
紀
至

正
九
年
(
一
三
四
九
)
五
月
辛
丑
の
僚
に

「
瑞
州
路
上
高
豚
戸
計
長
官
司
を
罷
む
」
と
み
え
て
い
る
か
ら
、

最
終
的
な
鹿
止
の
時
期
に
つ
い
て

は
本
紀
の
記
事
に
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。

分
宜
燃
に
も
上
述
の
瑞
州
上
高
瞬
戸
計
長
官
司
と
同
様
の
組
織
が
存
在
し
た
と
み
て、

「
分
宜
豚
四
千
戸
計
長
官
司
」
と
い
う
官
鹿
が
存
在

し
た
と
考
え
た
い
。

「
怯
憐
口
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、

投
下
の
側
か
ら
は
斡
耳
菜
の
隷
属
民
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
後
者
の

「
高
裁
勝
三
千
戸
計
の
勾
嘗
」
と
は
、
前
者
と
同
様
に

「高
裁
蘇
三
千
戸
計
長
官
司
の
勾
嘗
」
と
す
る
か
、

さ
も
な
く
ば
こ
こ
に
は
長
官
司
の
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設
置
が
な
か
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
表
現
を
と
る
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
本
篠
の
内
容
で
あ
る
。

案
州
路
の
言
い
分
(
来
申
〉
に
よ
れ
ば
、

二
つ
の
投
下
領
で
は
人
戸
を
分
接
し
て
そ
の
投
下
分
の
差
役
を
催
瞬

す
る
だ
け
で
あ

っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
規
定
額
の
戸
紗
を
負
携
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
直
属
の
上
級
官
醸
の
取
り
締
ま
り
が
な
く
、

ま
た
投
下
領
ゆ
え
に
、
蓑
州
路
と
直
接
の
統
属
関
係
に
な
い
の
を
利
し
て
、
濁
自
に
裁
創
刊
を
行
い
、
勝
手
に
戸
計
を
引
き
入
れ
て
そ
の
差
揺
を

逃
れ
さ
せ
、
別
系
統
で
銭
糧
・
差
裂
を
徴
牧
し
て
い
る
と
い
う。

そ
こ
で
蓑
州
路
が
提
案
し
た
の
は
、
銭
糧
の
徴
牧
は
有
司
に
ま
か
せ
、
裁
剣

は
約
舎
の
措
置
を
と
っ
た
上
で
、

そ
れ
に
臆
じ
な
け
れ
ば
例
ど
お
り
に
結
審
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
提
案
を
受
け
た
江

西
行
省
の
剣
断
で
は
、
投
下
系
統
に
関
わ
り
な
い
裁
判
案
件
に

つ
い
て
は
戸
計
司
が
受
理
し
て
は
な
ら
ず

(
即
ち
、
関
わ
り
あ
る
案
件
は
必
ず
約
曾

す
る
の
趣
旨
を
含
意
す
る
)
、
銭
糧
の
徴
牧
に
つ
い
て
は
有
司
の
同
意
の
署
名
が
あ
り
雨
豚
か
ら
も
謹
明
書
を
護
給
し
て
い
る
の
だ
か
ら
戸
計
司

が
行
う
と
し
た
。
こ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
は
ま
さ
に
有
司
の
行
政
系
統
と
投
下
の
行
政
系
統
の
衝
突
で
あ
る
。
本
件
に

つ
い
て
は
中
央
の
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中
書
省
の
剣
断
ま
で
あ
お
ぐ
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
調
整
は
行
省
段
階
で
行
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
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な
お
文
中
、
戸
計
を
「
招
」
く
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が

こ
れ
は
「
招
牧
」
と
い
う
語
で
投
下
の
不
法
行
帰
と
し
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
裏
返
し
に
し
て
み
れ
ば
「
投
充
」
で
あ

っ
て
、
農
民
が
税
役
逃
れ
を
は
か

つ
て、

み
ず
か
ら
の
戸
計
を
投
下
の

戸
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
土
地
の
場
合
な
ら
ば

「
投
献
」
と
か
「
詑
寄
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
『
元
典
章
』
の
一
僚
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

聞
ち
同
書

一
七
、
戸
部
品
位
三
「
打
捕
戸
計
」
の
僚
に
は
江
西
行
省
の

南
康
路
で
の
一
件
が
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

皇
慶
元
年
正
月
、
江
西
行
省
が
准
け
た
る
中
書
省
の
姿
。
来
春
。

南
康
路
の
申
。

「打
捕
提
領
の
趨
高
の
管
す
る
所
の
打
捕
の
戸
計
は

未
だ
各
慮
の
州
・
係
の
瑳
遣
を
経
ず
。
乞
う
ら
く
は
照
験
せ
ら
れ
よ
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。

此
れ
を
准
け
ら
れ
よ
。
迭
り
て
嬢
け
し
兵
部
の
呈
。

「行
迭
せ
る
管
領
諸
路
打
捕
鷹
房
総
管
府
の
朕
申。

元
と
行
せ
る
文
巻
の
内
に
検
照
し
得
た
る
に
、
別
に
上
項
の
巻
宗
な
し
。
照
得
す
ら
く
、
至
大
四
年
三
月
十
八
日
に
欽
奉
せ
る
詔
書
内
の

一寸

奮
し
て
請

コマう
麗マら
師 く
恕は
.~回

於ェ
L、T
て 7

2iぷ
l5'jたト

到長七
る」

一
款
の
節
一
該
。

《
諸
色
人
等
は
各
々
定
籍
あ
り
、
今
後
各
投
下
の
諸
色
の
人
は
、

並
び
に
世
租
皇
一帝
以
来
の
累
朝
の
定
制
に
遵
い
、
檀
ま

擬
す
ら
く
は
合
さ
に
越

欽
依
す
る
を
除
く
の
外、
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に
戸
計
を
招
き
駈
奴
を
誘
占
す
る
を
得
ず
。

違
う
者
は
治
罪
せ
よ
。
》

此
れ
を
欽
め。

高
を
勝
て
例
に
依
り
て
革
罷
す
る
の
外
、
打
捕
人
等
の
額
納
せ
る
皮
貨
に
接
き
て
は
、
有
司
が
蓄
に
依
り
て
管
領
す
る
が
相
庭
な
れ
ば
、

民
を
擾
が
し
這
錯
す
る
を
致
さ
ざ
る
を
望
む
に
庶
か
ら
ん
。

み
と

ら
く
、
合
さ
に
本
府
の
擬
す
る
所
を
准
め
、
行
省
に
移
奮
し
、
超
高
を
持
て
革
去
し
、
納
む
所
の
皮
貨
は
、
有
司
を
し
て
管
領
せ
し
む
る

申
し
て
乞
う
ら
く
は
照
験
せ
ら
れ
よ
。
』
此
れ
を
得
ら
れ
よ。

本
部
参
詳
す

が
相
鹿
な
ら
ん
。
具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ
よ
。
」
都
省

擬
す
る
を
准
む
。

『
元
史
』
食
貨
志
に
は
南
康
路
が
江
南
戸
紗
と
し
て
分
賜
さ
れ
た
記
録
二
件
を
載
せ
て
い
る
が
、
天
暦
元
年

(
一
三
二
八
〉
、
戸
数
不
明
の
阿
刺

ト

ウ

ナ

ν"

式
納
失
里
猿
王
に
射
す
る
も
の
は
年
時
が
合
わ
ず
論
外
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
皇
慶
元
年

三

三
一
二
)
に
甘
腕
刺
の
子
の
也
孫
鏑
木
見
に
劃

す
る
六
高
五
千
戸
の
分
賜
が
一
該
嘗
す
る
可
能
性
が
残
る
。
但
し
本
断
例
の
冒
頭
の
年
時
は
皇
慶
元
年
正
月
で
あ
り
、

『
元
史
』
本
紀
に
記
録
す

る
と
こ
ろ
の
也
孫
餓
木
見
へ
の
分
賜
は
同
年
二
月
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
本
件
、
が
也
孫
銭
木
見
の
位
下
領
に
関
わ
る
も
の
と
は
即
断
で
き
か
ね



か
ら
、

の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
上
虞
蘇
は
越
王
の
禿
刺
の
食
ロ
巴
で
あ
っ
た
紹
興
路
の
属
鯨
で
あ
る

(
3〉

こ
こ
に
も
投
下
系
統
の
打
捕
戸
計
の
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

さ
て
こ
こ
に
み
え
る
内
容
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
打
捕
提
領
の
職
に
あ
る
趨
高
は
人
戸
を
打
捕
戸
計
と
し
て
自
分
の
管
下
に
編
入
し
た

る
。
ま
た
「
仁
虞
蘇
」
は
お
そ
ら
く
「
上
虞
豚
」

の
本
文
に
従
い
、

こ
の
措
置
は
も
と
州

・
燃
の
認
可
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
中
央
政
府
に
文
書
が
廻
っ
て
検
討
し
た
結
果
は
、
さ
き
に
護
せ
ら
れ
た
詔
書

「
各
投
下
の
諸
色
の
人
が
撞
ま
に
戸
計
を
招
い
た
り
騒
奴
を
誘
占
」
し
て
は
な
ら
ぬ
と
の
決
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
越
高
は

ヵ:そ
の
職
を
克
ぜ
ら
れ
、

「
打
捕
戸
計
」
か
ら
納
め
さ
せ
た
皮
貨
は
有
司
に
管
理
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
投
下
の
主
張
は
通

ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
『
歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
六
七
、
治
道
に
み
え
る
鄭
介
夫
の
上
奏
(
大
徳
七
年
)
に
い
う
。

怯
憐
口
の
如
、
き
は
、
蒙
古
人
を
除
く
の
外
、
若
し
漢
見
な
れ
ば
皆
な
是
れ
戸
あ
る
の
百
姓
に
し
て
、
今
民
聞
に
就
き
て
差
に
嘗
つ
れ
ば
足

な
ん
す

れ
り
。
普
天
率
土
は
量
く
是
れ
皇一帝一の
怯
憐
ロ
な
れ
ば
、
何
震
れ
ぞ
更
ら
に
彼
我
を
分
た
ん
や
。
今
正
宮
位
下
の
怯
憐
口
に
は
、
総
管

府
の
管
す
る
所
の
戸
計
あ
り
、
叉
た
四
怯
辞
官
の
管
す
る
所
の
身
役
あ
り
て
、
殊
に
怯
欝
の
中
に
在
る
者
を
知
ら
ず
、
乃
ち
百
姓

役
を

げ

ん

ざ

い

も

つ

避
け
て
投
充
し
、
以
て
糧
草
・
賞
賜
を
希
望
す
る
の
み
。
若
し
見
在
の
数
目
を
勝
て
、
牧
め
て
投
下
の
戸
計
と
仲
し
、
各
々
家
に
還
り
て

課
を
叛
ぜ
し
め
、
通
じ
て
位
下
の
線
管
府
に
隷
し
て
管
領
せ
し
め
ば
、
既
に
朝
廷
供
給
の
虚
費
を
売
る
れ
ば
、
叉
た
正
官
増
野
の
寅
利
た
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る
べ
き
な
り
。

鄭
介
夫
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
北
中
園
の
例
え
ば
「
管
領
怯
憐
口
諸
色
人
匠
綿
管
府
」
と
い
司
た
名
稽
の
投
下

・
位

下
の
官
の
も
と
に
あ
る
人
民
の
戸
計
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
人
民
が
差
役
逃
れ
の
た

め
に

投
下

・
位
下
に
「
投
充」

す
る
こ
と
が
見
え
て
い

る。
長
官
司
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
巻
八
九
、

百
官
志
に
「
管
領
某
々
等
慮
長
官
司
」

「
管
領
随
路
打
捕
納
綿
民
匠
長
官
司
」
な
ど
が
み
え
、

ま
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た
漫
境
の
少
数
民
族
を
統
治
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
も
あ

っ
た
が
、
南
中
園
に
設
置
さ
れ
た
長
官
司
に
関
す
る
史
料
は
あ
ま
り
見
い
だ
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せ
な
い
。

次
に
示
す

『
元
史
』
巻
三
九
、

順
一
帝
紀
後
至
元
二
年
(
一
一
-一一一一
六
〉
四
月
甲
午
の
僚
に

「
長
官
所
」
と
あ
る
の
は
上
述
の
「
戸
計
長

官
司
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

集
慶
・
庫
州
・
鏡
州
の
禿
禿
M
P
口
の
民
戸
を
以
て
伯
顔
に
賜
い
、
の
お
句
容
豚
に
於
い
て
長
官
所
を
設
け
て
こ
れ
を
領
せ
し
む
。

蓑
州
路
の
戸
計
長
官
司
に
つ
い
て
具
髄
例
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
他
の
さ
ら
に
戸
数
の
多
い
斡
耳
染
領
に
も
同
様
の
組
織
が
存
在
し
た

か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
分
宜
鯨
の
三
千
戸
、

ま
た
上
高
豚
の
八
千
戸
と
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
少
数
の
分
賜
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
特
設
官
臆
が
置

か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

財
賦
都
組
管
府
と
財
賦
提
拳
司

属
す
る
土
地
も
投
下
領
〈
位
下
領
〉
と
み
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

皇
后
の
府
た
る
中
政
院
、
皇
太
后
の
府
た
る
徽
政
院
、
皇
太
子
の
府
た
る
倉
事
院
の
も
と
に
置
か
れ
た
財
賦
都
穂
管
府
や
財
賦
提
拳
司
に
所

『
元
典
章
』
新
集
刑
部
、
訴
訟
、
約
曾
「
財
賦
佃
戸
詞
訟
」
の
燦
に
は
次
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の
よ
う
に
い
う
。

延
枯
七
年
七
月
日
、
江
断
行
省
が
准
け
た
る
中
書
省
の
姿
。
来
春
。
准
け
た
る
中
書
省
の
杏
。
徽
政
院
の
呈。

財
賦
の
佃
戸
の
詞
訟
の

公
事
。
行
し
て
接
け
た
る
松
江
府
等
慮
。
〈
江
断
行
省
が
)
議
得
す
ら
く
、
「
財
賦
の
承
佃
の
佃
戸
は
租
課
を
瞬
納
す
る
に
、
但
し
抱
欠

あ
ら
ば
、
本
管
の
街
門
が
就
便
に
追
理
す
る
を
除
く
の
外
、
詞
訟
を
相
い
争
い
及
び
刑
名
の
重
事
に
援
き
て
は
、
宜
し
く
有
司
に
従

っ
て

鯖
結
す
ベ
し
。
苔
し
て
請
う
ら
く
は
照
詳
せ
ら
れ
よ
。
」
此
れ
を
准
け
ら
れ
よ
。

又
た
徴
政
院
の
呈
を
擦
け
た
る
に
、

亦
た
此
の
事
の
震

に

す

。

迭

り

て

擦

け

た

る

刑

部

の

呈

。

「

照

得

す

ら

く

、

先

き

に

呈

奉

せ

る

省

割

。

財

賦

府

の

回

土

を
承

A

S

ふ
ー、

A
a
u

佃
し
て
租
諜
を
癖
納
す
る
に
、
中
間
但
し
抱
欠
あ
ら
ば
、
本
の
街
門
に
従

っ
て
追
理
し
、
其
の
徐
の

一
切
の
詞
訟
は
、
如
し
本
府
の
親
管

す

ぐ

す
る
戸
計
に
係
ら
.
さ
れ
ば
、
合
さ
に
有
司
を
し
て
例
に
依
り
て
蹄
結
す
る
が
相
麿
な
ら
ん
。
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
都
省
除
外
、
合
下
に

本
部
議
得
す
ら
く
、

『本
部
議
得
す
ら
く
、
諸
人

仰
せ
だ
照
験
し
上
に
依
り
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。
』
此
れ
を
奉
(
原
文
は
本
に
作
る
〉
ぜ
よ
。

徽
政
院
は
財
賦
を
呈
す
と



難
も
、
別
に
親
管
の
戸
計
な
く
、

承
佃
の
佃
戸
は
皆
な
有
司
の
内
よ
り
差
捜
せ
る
に
係
り
、
横
綱
人
等
の
課
を
郷
.
す
る
と

一
睡
な
り
。
若

便
に
再
び
議
擬
せ
ん
に
は
、
佃
戸
人
等
は
官
田
を
承
佃
し
、
畝
を
験
し
例
に
依
り
て
租
を
納
め
る
に
縁
り
て
、
印
ち
緋
課
の
捜
摘
と
同
じ

も

そ

か
ら
ず
。
既
に
己
に
呈
准
し
て
、
諸
人
が
財
賦
府
の
国
土
を
承
佃
し
て
租
課
を
耕
納
す
る
に
、
中
間
但
し
抱
欠
あ
ら
ば
、
本
の
街
門
に
従

っ
て
遁
理
し
、
其
の
徐
の
一
切
の
詞
訟
は
如
し
本
府
の
親
管
す
る
戸
計
に
係
ら
ざ
れ
ば
、
合
さ
に
有
司
を
し
て
例
に
依
り
て
蹄
結
せ
し
め

た
れ
ば
、
別
に
再
び
議
し
難
し
。
合
に
己
行
に
依
り
て
照
禽
す
べ
き
が
相
躍
な
ら
ん
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
都
省

除
外
、

奮
し
て
請

う
ら
く
は
上
に
依
り
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。

こ
の
断
例
は
中
書
省
と
徽
政
院
の
文
書
移
動
が
再
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
な
ど
、
文
移
関
係
が
多
少
複
雑
で
は
あ
る
が
、
封
象
と
な

っ
て
い

な
く
、

る
の
は
皇
太
后
の
官
聴
で
あ
る
徽
政
院
に
関
わ
る
人
民
の
こ
と
で
あ
る
。

「
府
」
は
街
字
と
み
て
「
松
江
等
慮
財
賦
提
奉
司
」
で
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
上
級
官
鹿
に
向
か
っ
て
設
し
た
文
書
の
形
式
を
示
す
、
例

『
元
史
』
百
官
志
に
よ
れ
ば
、

は
じ
め
の
方
の

「松
江
府
等
慮
」
と
は
「
松
江
府
な
ど
」
の
意
で
は

え
ば
「
・
申
」
な
ど
の
字
句
が
脱
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

徽
政
院
管
下
の
江
准
等
慮
財
賦
都
組
管
府

〈江
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准
財
賦
府
)
の
も
と
に
は
揚
州
等
慮
・
建
康
等
慮
・
卒
江
等
慮
・
杭
州
等
慮
の
各
財
賦
提
奉
司
の
名
は
見
え
る
も
の
の
、
松
江
等
慮
財
賦
提
奉

司
と
い
う
役
所
の
記
録
は
な
い
。
こ
の
黙
に
疑
問
も
残
る
が
、
と
に
か
く
財
賦
府
所
管
の
官
田
を
承
佃
し
て
い
る
佃
戸
の
大
小
の
訴
訟
に
つ
い

て
は
財
賦
府
で
は
な
く
、
有
司
に
措
嘗
さ
せ
る
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。
租
税
の
納
入
に
つ
い
て
は
財
賦
府
な
ど
位
下
の
官
聴
が
関
わ
る
の

は
嘗
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
、
が
ら
「
徽
政
院
は
:
:
:
別
に
親
管
の
戸
計
な
く
、
承
佃
の
佃
戸
は
皆
な
有
司
の
内
よ
り
差
撞
」
さ
れ
た
も
の
と
い

う
。
例
え
ば
徴
税
に
た
ず
さ
わ
る
横
摘
な
ど
、
直
接
に
徽
政
院
に
所
属
す
る
親
管
の
戸
計
が
存
在
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
と
に
か

く
こ
こ
に
い
う
佃
戸
は
い
わ
ゆ
る
「
大
数
目
戸
」
に
属
す
る
と
推
測
さ
れ
、
投
下
の
干
渉
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
讃
め
る
。
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衣
も
江
漸
行
省
の
事
例
で
あ
る
。
『
元
典
章
』
八
、
吏
部
品
位
三

「
禁
治
膿
陸
品
級
」
の
僚
の
載
せ
る
と
こ
ろ
は
長
文
で
あ
る
が
、
内
容
は
大
約

(
4〉

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
本
件
は
江
南
行
蓋
監
察
御
史
の
乃
轡
ヂ
の
問
題
提
起
に
費
す
る
。
豪
富
の
家
の
も
の
が
樺
貴
に
取
り
入
り
身
分
を
偶

つ
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て
官
職
に
つ
い
て
い
る
と
し
て
、
建
康
路
の
貫
例
に
即
し
て
述
べ
て
い
る
。
や
り
玉
に
ゐ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
都
等
慮
打
捕
鷹
房
民
匠
穂

管
に
任
ぜ
ら
れ
た
建
康
路
句
容
豚
の
豪
民
の
王
訓
、
そ
の
親
族
で
中
瑞
司
丞
に
任
ぜ
ら
れ
た
王
照
、
も
と
江
西
行
省
理
問
所
令
史
で
現
に
建
康

財
賦
提
奉
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
唐
興
宗
の
=
一名
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
枚
拳
に
い
と
ま
が
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
流
官
に
入
る
に
は
一

定
の
ル
l
ル
に
従
う
べ
き
だ
と
説
く
。
時
に
延
一
昭
五
年
(
一
一
一
一
一
八
〉

中
書
省
は
御
史
蓋
系
統
の
見
解
を
取
り
入
れ
て
こ
れ
を
投
下
の
問
題
と

明
示
し
た
う
え
で
、
各
投
下
の
街
門
と
豪
民
の
不
都
合
な
閥
係
を
清
算
す
る
方
向
を
打
ち
出
し
た
。
上
記
の
三
名
に

つ
い
て
は
御
史
蓋
に
審
査

さ
せ
、

ほ
か
に
も
一
般
民
戸
〈
大
数
百
裏
人
〉
で
投
下
の
戸
計
と
詐
稽
し

投
下
の
令
旨
を
受
け
て
官
職
に
つ
く
な
ど
の
不
適
正
な
も
の
を
も

し
か
も
今
後
は
投
下
の
空
き
ポ
ス
ト
に
は
み
ず
か
ら
の
愛
馬
か
ら
選
任
す
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
で
も
人
員
が
足
ら
な

慮
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

け
れ
ば
常
選
の
人
員
を
任
用
す
る
よ
う
に
と
定
め
て
い
る
。
嘗
然
、
こ
れ
が
皇
帝
の
聖
旨
で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
監
察
御
史
に
し
て
み
れ

ば
、
投
下
の
横
暴
や
原
則
破
り
も
問
題
だ
が
、
家
民
が
投
下
に
寄
生
す
る
の
を
よ
り
警
戒
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
中
瑞
司
も
建
康
財
賦

提
事
司
も
皇
后
の
府
た
る
中
政
院
管
下
の
官
酷
で
あ
る
。

-148ー

『
元
典
-
章
』
吏
部
の
投
下
関
係
諸
僚
の
検
討

『
元
典
-
一
章
』
九
、
吏
部
巻
三
、
官
制
、
投
下
に
は
投
下
領
に
関
わ
っ
て
十
四
僚
が
ま
と
ま
っ
て
み
え
て
お
り
、
題
目
と
そ
の
年
時
を
示
せ
ば

次
の
よ
う
で
あ
る
。

a 

〔
投
下
達
魯
花
赤
窪
轄
〕

至
元
二
十
年

b

〔
投
下
設
首
領
官
〕

至
元
二
十
二
年
十
二
月

c 

〔
投
下
達
魯
花
赤
〕

大
徳
八
年
六
月

d 

〔
革
罷
南
人
達
魯
花
赤
〕

大
徳
十
一
年
三
月
十
二
日

巴

〔
有
姓
達
魯
花
赤
革
去
〕

至
大
四
年
九
月



〔
有
姓
達
魯
花
赤
迫
奪
不
絞
〕

延
祐
三
年
六
月

g 

〔
設
副
達
魯
花
赤
〕

延
祐
三
年
七
月

h

〔
改
正
投
下
達
魯
花
赤
〕

i

〔
投
下
職
官
公
罪
〕

延
一
柘
五
年
正
月

延
枯
六
年
六
月
十
七
日

j

〔
有
司
街
門
給
引
〕

至
元
二
十
三
年
十
二
月

k

〔
投
下
勾
嘗
休
男
提
調
〕

大
徳
二
年
四
月
二
十
日

l

〔
投
下
不
得
勾
職
官
〕

〔
叉
(
投
下
不
得
勾
職
官
)
〕

至
元
三
十
年
十

一
月

ロ1

大
徳
六
年
十
月

n 

〔
大
小
勾
嘗
睦
例
〕

大
徳
七
年
間
五
月
初
二
日

こ
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
断
例
に
つ

い
て
総
合
的
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
投
下
官
に
関
わ
る
事
例
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
内
容
で
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あ
る
か
を
要
約
し
て
紹
介
し
た
の
ち
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
具
韓
的
な
現
買
を
背
景
に
し
た
断
例
で
あ
る
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
方
向
を
め
ざ

し
た
結
論
に
な
っ
て
い
る
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
ず

a
の
断
例
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る。

ダ

ル

ガ

チ

』

戸

至
元
二
十
年
、
御
史
蓋
の
容
。
擦
け
た
る
監
察
御
史
の
呈
。
「
各
投
下
の
分
接
到
る
路

・
州
・

燃
の
達
魯
花
赤
人
員
は
、
各
勢
ら
ず
正
蒙

古
人
員
を
選
用
し
て
各
慮
の
達
魯
花
赤
に
充
て
、
任
満
つ
れ
ば
、
管
民
官
と
一
憧
に
由
を
給
し
て
上
司
に
申
覆
し
、
擬
し
て
恥
の
投
下
の

分
撞
到
る
腹
裏
・
江
南
の
州
郡
内
に
於
い
て
、
三
年
に
互
相
に
蓮
調
す
。
如
し
本
の
投
下
が
止
だ
分
接
到
る
一
慮
(
の
み
〉
あ
り
て
、
別

ふ

た

た

び

ま

じ

k

上
に
依
り
て
由
を
給
し
て
省
部
に
赴
き
、
再
行
給
降
し
て
照
舎
し
、
ず
め
て
傷
た
任
ず

に
這
調
し
難
け
れ
ば
、
任
満
つ
れ
ば
、

己
に
今

る
を
許
す
。
如
し
鶏
政
の
寅
跡
あ
ら
ば
、
量
り
て
陸
用
を
加
ぅ。

具
呈
し
た
れ
ば
照
験
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
呈
奉

「
吏
部
に
迭
り
て
(
援
け
た
る
呈
。
)
『
照
擬
し
得
た
る
に
、
合
さ
に
御
史
蓋
の
呈
す
る
所
に
依
ら
ん
に
、
投
下
の

せ
る
中
書
省
の
割
付
。
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差
放
せ
る
達
魯
花
赤
は
常
調
に
拘
ら
ざ
る
に
係
る
に
縁
る
。
参
詳
す
ら
く
、
今
後
此
れ
等
の
人
員
、
若
し
侍
頼
し
て
民
を
害
し
事
を
生
ず
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る
者
あ
ら
ば
、
宜
し
く
御
史
蓋
に
従
い
、
各
昆
の
廉
訪
司
を
し
て
巌
に
糾
察
を
加
え
し
む
べ
し
。
検
曾
し
得
た
る
に、

至
元
四
年
十
二
月

《
係
官

・
投
下
の
州

・
豚
の
達
魯
花
赤
人
員
も
、
亦
た
合
さ
に
管
民
官
の
例
に
依
り
て
、
三
十
箇
月
を
満
と

お

わ

震
し
、
合
さ
に
粘
帯
す
る
な
き
解
由
を
取
り
、
省
に
赴
き
て
遁
轄
せ
し
む
べ
き
事
。
》
』
(中
書
省
が
)
各
庭
に
行
移
し
照
舎
し
去
詑
り
た

見
呈
を
援
け
た
る
に
、
仰
せ
て
照
験
し
上
に
依
り
て
施
行
せ
よ
。
」
:
:
:
(
御
史
蓋
が
)
呈
奉
せ
る
中
書
省
の
劉
付
。
「吏
部
に

初
九
日
の
中
書
省
の
劉
付
。

り
。
今

各
投
下
の
路
・
府

・
州
・
師
燃
の
達
魯
花
赤
は
三
年
に

一
次
に
由
を
給
し
、

蓋
の
擬
す
る
所
を
准
む
べ
き
の
外
、
南
北
の
拘
一
該
の
路

・
府

・
州
・
豚
が
互
相
に
遁
轄
す
る
の
事
理
に
援
き
て
は
、
己
に
定
例
あ
り
、

し
て
乞
う
ら
く
は
照
詳
せ
ら
れ
ん
事
を
。
』
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
都
省

『
擬
し
得
た
る
に
、

宜
し
く
御
史

送
り
て
ハ
援
け
た
る
呈
。
〉

呈

議
得
す
ら
く
、

各
投
下
の
州
・

豚
の
達
魯
花
赤
は
三
年
に
一
衣

に
解
由
を
取
給
し
て
互
相
に
遜
轄
す
る
の
外
、
抑
制
管
府
井
び
に
止
だ
一
慮
あ
り
て
濯
轄
す
べ
き
な
き
州
・

豚
の
達
魯
花
赤
に
援
き
て
も
、

亦
た
三
年
に
一
次
に
例
に
依
り
て
由
を
給
し
、
省
部
に
申
呈
し
、

白
お
廉
訪
司
に
行
移
し
、
睦
訪
し
て
蓋
に
申
せ
よ
。
:
:
:
」

(
5
)
 

こ
の
断
例
は
村
上
正
二
氏
が
「
投
下
に
分
簸
せ
ら
れ
た
数
箇
の
食
邑
の
聞
で
遜
轄
せ
し
め
た
」

例
と
し
て

つ
と
に
注
目
さ
れ
た
。
本
僚
は
御
史
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蓋
監
察
御
史
の
問
題
提
起
に
端
を
設
す
る
も
の
で
、
各
投
下
の
「
分
接
し
た
路

・
府

・
州
・

豚
」
の
達
魯
花
赤
に
関
し
て
、
①
モ

ン
ゴ
ル
人
を

充
て
る
べ
き
こ
と
、

②
任
期
が
満
ち
た
な
ら
一

般
の
管
民
官
と
同
様
に
由
を
給
し
て
、

そ
の
投
下
の
「
分
接
し
た
腹
一裏

・
江
南
の
州
都
」
内
に

遜
輔
さ
せ
る
こ
と
、
③
そ
の
投
下
が
一
箇
慮
し
か
分
捜
し
た
土
地
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
省
部
に
赴
い
て
手
績
き
を
し
た
上
で
再
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
等
を
提
案
し
て

い
る
。
吏
部
が
前
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
「
係
官
投
下
州
豚
達
魯
花
赤
人
員
」
は
三
十
箇
月
を
任
痛
と
す

る
原
則
が
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
「
係
官
の
州
・
豚
の
達
魯
花
赤
人
員
」
と
「
投
下
の
州
・
鯨
の
達
魯
花
赤
人
員
」

と
の
聞
に
扱
い
の
差
は
な

い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
を
中
書
省
が
原
則
的
に
准
め
て

「
投
下
の
州
・

鯨
の
達
魯
花
赤
人
員
」
に
お
け
る一一一年

一
衣
の
給
出
遜

轄
を
確
認
し
、
な
お
総
管
府
井
び
に
「
止
だ
一

慮
あ
り
て
遁
締
押
す
べ
き
な
き
州
・
豚
」
の
達
魯
花
赤
に
つ
い
て
も
、
三
年
一
次
に
例
ど
お
り
に

由
を
給
し
て
省
部
(
吏
部
〉
に
報
告
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

最
後
の
「
線
管
府
」
と
は
、
投
下
の
総
管
府
の
長
官
は
謹
聴
し
な
い
と
い
う
規
則
に
従
う
も
の
で
あ
っ
て
、
轄
任
先
の
な
い
達
魯
花
赤
と
い



え
ど
も
き
ち
ん
と
原
則
通
り
に
手
績
き
を
踏
め
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
元
史
』
巻
八
二
、
選
奉
志
に
「
江
南
の
諸
王
の
分
地
の
長
官
は
、

己
に
例
の
如
く
蓮
輔
せ
し
む
」

(
至
元
十
九
年
〉
と
あ
る
の
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
は
長
期
に
わ
た

っ
て
そ
の
地
位
に
居
す
わ
り
勝

手
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
投
下
の
州
豚
の
達
魯
花
赤
を
問
題
視
し
た
に
違
い
な
い
。

吏
部
の
言
に
「
侍
頼
し
て
民
を
害
し
事
を
生
ず
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
想
像
が
つ
く
。
要
す
る
に
、
係
官
と
投
下
で
扱
い
に
差
は
な
い
と
い
う
の
が
結
論
で
、

江
南
行
蓋
に
向
け
ら
れ
た
本
文
書
は
、
も
と
も

と
南
中
園
で
問
題
が
震
生
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
投
下
の
達
魯
花
赤
の
人
事
異
動
の
件
で
あ
る
か
ら
江
南
と
一
睡
に
庭
理
さ
れ
る
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

b
の
断
例
は
以
下
の
遁
り
で
あ
る。

，

テ

ム

ル

し

ゆ

っ

し

ん

わ

れ

至
元
二
十
二
年
十
二
月
、
行
中
書
省
が
准
け
た
る
中
書
省
の
苔
。

准
け
た
る
玉
速
帖
木
見
の
言
語
。

「
恰
刺
帖
木
見
の
根
脚
は
、
俺
ら
の

し

よ

ぞ

く

の

ち

い

ま

と

ち

贋
卒
路
に
係
属
す
る
人
で
、
後
頭
に
江
陵
府
の
按
察
司
に
奏
差
と
な
っ
て
、
年
月
が
満
ち
た
。
如
今
鐙
子
の
団
地
に
、

俺
ら
の
分
援
し
た

ま

ち

a
F
a
ソ

〆

ル

タ

い

金

ん

む

ゆ

城
子
の
全
州
路
の
達
魯
花
赤
の
禿
忽
魯
が
去

っ
て
い
る
。
禿
忽
魯
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
し
て
勾
首
さ
せ
る
か
、

擬
定
し
て
去
か
し
め
る

あ

は

た

し

げ

ん

こ
と
、
僚
が
識
ら
れ
よ
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
禿
忽
魯
は
見
に
全
州
路
達
魯
花
赤
に
充
て
ら
る
。
都
省
擬
す
ら
く
、
恰

照
得
す
ら
く
、
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刺
帖
木
児
は
本
慮
の
提
控
案
臆
に
充
て
、
禿
忽
魯
と
一
慮
に
勾
嘗
せ
よ
。
容
し
て
請
う
ら
く
は
劉
付
を
出
給
し
、
上
に
依
り
て
勾
嘗
し
て

施
行
せ
よ
。

は
じ
め
の
「
中
書
省
の
苔
」
の
あ
と
に
は
あ
る
い
は
「
御
史
蓋
の
呈
」
を
脱
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
得
此
」
に
封
躍
す
る
上
行
文
書
が

文
面
に
は
現
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
玉
速
帖
木
見
の
言
語
を
准
け
た
」
と
し
て
、
恰
刺
帖
木
見
な
る
人
物
が
登
場
す
る。

玉
蓮

帖
木
見
に
よ
れ
ば
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
投
下
の
庚
卒
路
の
出
身
で
江
陵
府
按
察
司
奏
差
と
な
っ
て
い
た
が
、
任
期
を
満
た
し
た
の
で
、
自
分
の

投
下
領
の
全
州
路
で
新
任
の
禿
忽
魯
と
と
も
に
仕
事
を
さ
せ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

『元
史
』
巻
一
一
九
・

献
爾
把
俸
に
よ
れ
ば
、

博
爾
北

は
右
手
寓
戸
と
な
り
贋
卒
路
の
戸
一
高
七
千
三
百
あ
ま
り
を
賜
っ
て
分
地
と
な
し
、
混
後
に
贋
卒
王
に
追
封
さ
れ
た
。
そ
の
子
の
字
国
栄
台
が
高

戸
を
纏
承
し
、
や
は
り
死
後
に
贋
卒
王
に
追
封
さ
れ
て
い
る

。

『

元
史
』
食
貨
志
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字
祭
台
の
子
が
こ
こ
に
み
る
玉
音
帖
木
見
そ
の
人
で
あ
る
。
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に
は
太
宗
の
丙
申
の
年
(
一
二
三
六
〉
に
贋
卒
路
沼
水
豚
の
一

高
七
千
三
百
三
十
三
戸
を
賜
り
、
至
元
十
八
年
(
一二
八
一
〉
に
全
州
路
清
湘
鯨

の
一
高
七
千
九
百
一

十
九
戸
を
賜

っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
断
例
の
内
容
と
ぴ
っ
た
り
符
合
す
る
。

し
か
も
『
康
照
全
州
志
』
各
五
、
秩
官
志

に
禿
忽
魯
が
至
元
二
十
二
年
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
の
と
も
合
致
す
る
。

玉北日
帖
木
見
の
請
願
は
認
め
ら
れ
て
、
中
書
省
は
酔
ロ
刺
帖
木
見
を
全

州
路
提
控
案
臆
と
す
る
命
令
を
護
し
た
。
玉
昔
帖
木
見
が
南
北
の
南
方
に
投
下
領
を
有
し
て
い
た
か
ら、

」
と
は
ス
ム

ー
ズ
に
運
ん
だ
わ
け
で

あ
る
が

こ
の
断
例
は
つ
ま
り
断
例

a
を
受
け
て
の
具
鐙
例
で
あ
り
、
時
に
御
史
大
夫
で
あ
っ
た
玉
昔
帖
木
見
の
模
範
解
答
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
書
の
は
じ
め
に
み
え
る
中
書
省
の
容
を
う
け
た

「
行
中
書
省
」

と
は
湖
贋
行
省
で
あ
り
、

そ
の
文
書
が
江
西
行
省

に
通
達
さ
れ
蓄
積
さ
れ
て
『
元
典
章
』
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
書
省
が
御
史
蓋
官
の
文
書
に
よ
る
提
案
を
う
け

て
大
徳
八
年
三
三
O
四
)
三
月
十
六
日
に
上
奏
し
た
結
果
を
江
湖
行
省

(

6

)

 

に
停
達
し
た
と
い
う
形
式
を
と
る
。
文
中
、
直
課
瞳
の
文
章
で
「
漢
見

・
女
直

・
契
丹
、
達
々
小
名
一
袋
倣
達
魯
花
赤
的
、
都
合
革
罷
了
有
。
」

『
元
史
』
巻
二
て
成
宗
紀
大
徳
八
年
三
月
戊
辰
(
十
六
日
)
の
僚
の
次
掲
の
記
事
と
割
腹
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
に

C

の
断
例
は

「
漢
見

・
女
直
・

契
丹
」
を
主
語
に
讃
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

-152ー

と
あ
る
の
は
、

詔
し
、

「諸
王

・
尉
馬
の
分
か
つ
所
の
郡
邑
の
達
魯
花
赤
は
、
惟
だ
蒙
古
人
を
用
い
、
三
年
に
し
て
例
に
依
り
て
濯
代
せ
し
む
。
其
の
漢

人
・
女
直

・
契
丹
に
し
て
名

蒙
古
と
震
す
者
は
皆
な
こ
れ
を
罷
む
。
」

こ
の
内
容
は
基
本
的
に
、
投
下
の
長
官
に
は
蒙
古
人
を
用
い
、
女
直

・
契
丹

・
漢
人
の
達
魯
花
赤
を
罷
め
よ
と
す
る
世
組
初
期
の
規
定
と
襲
わ

(
7〉

る
と
こ
ろ
は
な
い
。
北
中
園
の
み
な
ら
ず
南
中
園
の
投
下
領
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
原
則
で
あ
る
と
の
確
認
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
の

焦
貼
は

「漢
見

・
女
直
・
契
丹
」
、
即

ち
い
わ
ゆ
る

「漢
人
」

(北
中
園
人
)
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
、

彼
ら
が
蒙
古
名
を
名
乗
る
の

は
、
越
翼
の
『
廿
二
史
劉
記
』
に
お
け
る
指
摘
に
渡
す
る
よ
う
な
漢
人
が
蒙
古
人
の
も
と
で
屈
服
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
の
解
樟
よ
り
は
、

む
し
ろ
漢
人
が
規
則
を
破

っ
て
投
下
領
の
官
人
と
し
て
進
出
す
る
の
を
禁
止
し
た
い
と
い
う
元
朝
政
府
の
姿
勢
を
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

d
-
e
-
f
は
断
例

c
と
同
類
で
あ
る
。

d
の
断
例
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。



大
徳
十

一
年
三
月
十
二
日
、
一
幅
建
廉
訪
分
司
の
牒
。
奉
ぜ
る
江
南
行
蓋
の
割
付
。
近
ご
ろ
援
け
た
る
江
西
道

(
廉
訪
司
〉
の
申
。

パ

ヤ

γ

か

か

し

ら

し
た
る
に
、
建
昌
路
南
城
燃
の
達
魯
花
赤
の
伯
顔
は
南
人
に
係
是
り
、
本
人
姓
黄
租
大
の
招
す
る
所
の
情
詞
を
問
ベ
得
た
る
に
、
即
ち
達

制
に
係
れ
ば
、
擬
す
ら
く
は
合
さ
に
革
罷
せ
し
む
べ
き
が
相
躍
な
り
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。

「
察
知

移
准
せ
る
御
史
蓋
の
容
。

呈
奉
せ
る
中
書

省
の
割
付
。

『
照
擬
し
得
た
る
に
、
南
城
豚
の
達
魯
花
赤
は
伯
顔
は
既

に
南
人
に
係
り
、
廉
訪
司
が
瞳
究
し
て
明
白
な
れ
ば
、
聖
旨
の
通
例
に
欽
依
し
て
革
罷
し、

合
さ
に
行
省
に
苔
し
、
教
牒
を
迫
牧
し
、
侃

そ

す

で

お
本
の
投
下
を
し
て
例
に
依
り
て
選
保
せ
し
む
べ
き
が
相
雁
な
り
。
』
巴
経
に
江
西
行
省
に
移
奮
し
、

お

わ

う

依
り
て
施
行
し
去
吃
り
た
り
。
今

見
呈
を
擦
け
た
る
に
、

都
省

「
照
得
す
ら
く
、

先
き
に
此
事
を
呈
す
。
迭
援
せ
る
吏
部
の
呈
。

吏
部
に
劉
付
し
、

行
移
し
て
上
に

除
外
、
仰
せ
て
照
験
し
施
行
せ
よ。」

こ
れ
は
具
瞳
的
一
例
で
あ
っ

て
、
江
西
行
省
の
建
昌
路
南
城
燃
の
達
魯
花
赤
の
伯
顔
と
は
そ
の
貫
、
南
人
の
黄
租
大
が
蒙
古
名
を
か
た

っ
て
い

た
も
の
だ
と
の

一
件
で
あ
る
。

『
元
史
』
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
建
昌
路
は
至
元
十
八
年
に
済
南
王
の
位
下
領
と
し
て
六
五、

0
0
0
戸
が
分
賜
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さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
も
し
も
達
魯
花
赤
で
な
く
知
豚
で
あ
れ
ば
表
だ
っ
て
問
題
化
し
な
か

っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
違
法
は
違
法
と
し
て
伯

顔
は
罷
売
さ
れ
、
交
代
す
べ
き
達
魯
花
赤
は
そ
の
投
下
系
統
の
選
任
に
任
せ
る
と
い
う
決
定
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
れ
を
摘
渡
し
た
の
は
江
西

湖
東
道
廉
訪
司
で
あ
り
、
中
央
に
文
書
が
回
つ
て
の
ち
江
西
行
省
経
由
で
も
措
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
文
書
が
残

っ
た
の
は
、
江
南
行
蓋

・
一帽
建

廉
訪
分
司
鰹
由
で
一
踊
建
に
下
さ
れ
た
も
の
が
『
元
典
章
』
に
牧
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

e
は
北
中
園
の
山
東
の
例
が
江
南
行
蓋
に
俸
達
さ
れ
た
も
の
。
山
東
廉
訪
司
は
演
州
達
魯
花
赤
の
也
先
帖
木
見
な
る
も
の
が
質
は
大
都
路
金

玉
局
の
匠
人
で
あ
っ
た
常
山
見
と
い
う
中
園
人
で
あ
る
と
摘
鼓
し
た
。
演
州
は
済
南
路
に
麗
し、

済
王
の
投
下
領
で
あ
る
。
済
南
路
は
丙
申
の

〆
γ

ア
ル

チ

ギ

タ
イ

年
に
そ
の
五
五
、

二
O
O戸
が
恰
赤
温
大
王
の
子
の
済
南
王
(
按
只
吉
デ
)
に
奥
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
按
只
士口
一グ
の
子
の
采
列
納
は
大
徳

十
一
年
に
済
王
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
常
山
見
は
そ
の
済
王
の
令
旨
を
受
け
て
、
こ
れ
を
根
援
と
し
て
達
魯
花
赤
に
就
任
し
た
の
だ
が
、
そ
れ

293 

で
も
中
園
人
に
し
て
投
下
達
魯
花
赤
と
な
る
の
は
不
可
と
の
原
則
に
従
っ
た
結
論
で
あ
る
。
そ
の
貫
質
的
な
審
議
は
吏
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た

(8
〉

の
で
あ
っ
た
。
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f
は
こ
の
前
の
諸
僚
と
同
様
に
、
中
園
人
達
魯
花
赤
を
禁
止
す
る
こ
と
を
延
祐
二
年
十
一
月
二
十
七
日
の
「
通
例
」
と
し
て
確
認
し
た
も
の

(9
)
 

に
す
ぎ
な
い
。
中
央
で
の
審
議
経
過
は
御
史
蓋

・
行
蓋
か
ら
南
中
園
の
廉
訪
司
に
下
さ
れ
て

い
る
。

g
と
h
と
は
ペ
ア
に
し
て
讃
む
べ
き
断
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

g
で
は
、
延
枯
二
年
に
は
諸
王
の
位
下
領
に
は

一
般
の
流
官
を
も

っ
て
達
魯

花
赤
に
充
て
、
諸
王
の
推
薦
す
る
も
の
を
副
達
魯
花
赤
と
す
る
と
の
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
路
・
州
の
同
知
と
上
豚
の
豚
丞

は
副
達
魯
花
赤
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
減
員
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。

本

僚

で
直
接
問
題
と
な
っ

て
い
る
中
・

下
豚
の
主
簿
と
録
事
司
の
録
剣

は
、
上
の
同
知
・
鯨
丞
と
同
様
に
銭
糧
や
捕
盗
の
上
で
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
官
職
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
副
達
魯
花
赤
を
設
け
る
べ
し
と
の
中

書
省
の
提
案
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
。
副
達
魯
花
赤
を
設
け
る
こ
と
が
直
接
の
問
題
に
な
っ

て
は
い
る
が
、

ペコ
ま
り
投
下
領
と
し、

え

ど
も

般
の投
係t下
官2の

路
・
州
・
燃
の
達
魯
花
赤
は
常
濯
に
よ
る
べ
し
と
資
格
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(ω) 

な
み
に
し
よ
う
と
い
う
志
向
が
こ
の
時
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

『
元
史
』

各
二
O
五
、
姦
臣
停
)
で
あ
る
こ
と
が
剣
明
す
る。

中
書
省
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
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て
し、 h
たは
権 g
臣の
織テ内
木ム容
迭デを
見ル覆
(す
さ決
ご定
;i -S' 

集Z
迭 u

見本

長壁
司最

討
す
れ
t工

g
の
決
定
が
行
わ
れ
た
の
は
仁
宗
の
ブ

レ
ー

ン
で
あ
り
太
后
の
庇
護
を
受
け

以
前
の
措
置
は
投
下
が
任
命
し
た
達
魯
花
赤
の
降
格
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
織
木
迭
見
の
政
策
に
反
射
し
て
副
達
魯
花
赤
底
止
を

主
張
し
た
の
は
菅
王
の
也
孫
帖
木
児
(
の
ち
の
泰
定
一
帝
〉
と
染
列
担
(
削
ち
e
に
み
た
染
列
納
、
こ
の
と
き
奥
王
〉

で
あ

っ
た。

確
か
に
織
木
迭
見
に

は
こ
う
し
た
諸
王
達
を
抑
制
し
た
い
と
の
意
闘
が
あ
司
た
か
も
し
れ
な
い
。

岩
村
忍
氏
は
か
つ

て
投
下
領
の
構
造
を
検
討
す
る
な
か
で
本
僚
の

み
を
取
り
上
げ
て
投
下
の
権
力
の
強
大
さ
の
誼
左
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本
僚
は
そ
れ
に
先
立
つ
一
僚
と
封
比
し
て
そ
の
政
襲
を
背
景
に
誼
む

(
U〉

べ
き
と
こ
ろ
と
思
う
。

i
は
江
南
行
蓋
監
察
御
史
の
解
世
英
の
提
言
に
事
を
設
す
る。

解
世
英
は
元
朝
の
水
軍
の
賂
と
し
て
知
ら
れ
る
解
汝
揖
の
孫
に
あ
た
る
人
で

あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
投
下
の
職
官
が
罪
を
犯
し
た
場
合
に

受
教
官
(
六
品
J
九
品
)
は
ま
だ
よ
い
が
、

受
宣
官
(
一
品
J
五
口
問
〉
の
な
か
に
は

罰
俸
し
よ
う
に
も
俸
給
の
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
皇
帝
に
上
奏
し
て
い
て
は
煩
墳
で
あ
る
か
ら
、
通
例
を
定
め
て
も
ら
い
た
い
と
い



う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
具
瞳
的
に
南
中
園
の
ど
の
投
下
の
職
官
に
そ
の
よ
う
な
問
題
が
あ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
幾
度
か
の
文
書
往
復

一
般
の
有
司
系
統
の
官
聴
に
封
庭
さ
せ
れ
ば
適
正
に
措
置
で
き
る

と
し
て
い
る
。
そ
の
至
元
二
十
年
の
前
例
と
は
投
下
領
の
漢
人
総
管
の
事
例
で
あ
り
、
思
州
の
岳
穂
管
が
裁
判
手
績
き
を
誤
っ
て
遼
錯
の
罪
に

ポ

ロ

〆

タ

イ

関
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
恩
州
と
い
え
ば
、
丙
申
の
年
に
李
羅
古
鰐
(
別
里
古ム口
)
大
王
の
子
の
贋
寧
王
に
そ
の
一
一

、
六
O
三
戸
が
興
え
ら

(

ロ

)

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
の
ち
に
刑
部
が
検
討
し
た
結
果
は
、

至
元
二
十
年
の
前
例
を
適
用
し
て
、

j
は
橿
密
院
系
統
の
鎮
守
隆
輿
高
戸
府
か
ら
提
起
し
た
具
瞳
的
な
事
件
に
関
わ
る
。

四
名
の
軍
人
が
逃
亡
し
て
捕
獲
さ
れ
た
が
、
そ
の
軍
人

メ

ゲ

河
南
府
路
は
丁
巳
の
年

(
一
二
五
七
)
に
審
宗
の
子
の
末
豆
町
大
王
位
に
そ
の
五
、
五

ら
は
河
南
路
の
投
下
の
官
司
の
文
書
を
携
帯
し
て
い
た
。

五
二
戸
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら、

そ
の
投
下
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
本
院
」

(
お
そ
ら
く
行
極
密
院
)
の
意
見
で
は
、

腹
裏
の

州
城
の
諸
投
下
の
官
司
が
江
南
で
商
買
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
人
戸
の
言
い
分
を
信
用
し
て
、

手
を
貸
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
。
中
書
省
の
最
終
剣
断
で
は
、
有
司
衛
門
に
届
け
出
を
し
、
保
護
人
を
立
て
る
な
ど
の
面
倒

誼
明
書

(
文
引
)
を
濫
瑳
し
軍
人
の
逃
亡
に
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な
手
績
き
を
課
し
、
投
下
の
官
司
の
撞
行
を
規
制
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
撞
行
が
あ
り
が
ち
だ

っ
た
と
い

(
刊
日
)

う
こ
と
に
も
な
る
。

k
は
中
書
省
が
投
下
領
の
問
題
慮
理
に
関
し
て
上
奏
し
た
結
果
を
江
西
行
省
に
俸
え
た
断
例
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
投
下
の
問
題
は
衆
人

が
相
談
し
て
(
つ
ま
り
約
曾
し
て
〉
瞳
例
ど
お
り
に
行
え
、

濁
自
に
男
に
提
調
す
る
な
か
れ
と
い
う
に
あ
る
。
し
か
も
他
の
行
省
で
も
こ
の
よ
う

な
事
例
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
文
書
を
廻
わ
せ
と
、
通
則
と
し
て
の
数
力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
投
下
の
問
題
を
慮
理
す
る
際

(
M〉

の
投
下
の
撞
行
を
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る。

か
な
り
個
別
に
わ
た
る
断
例
で
あ
る
。
あ
る
投
下
達
魯
花
赤
の
不
心
得
な
行
動
に
つ
い
て
、
山
東
宣
慰
司
が

適
切
な
措
置
を
と
っ
て
ほ
し
い
と
吏
部
に
劃
し
て
う
っ
た
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
は
東
昌
路
達
魯
花
赤
の
探
馬
赤
と
い
い
、
至
元
二
十
九

年
二
月
初
め
に
赴
任
し
て
わ
ず
か
宇
月
で
、
軍
糧
の
交
付
を
受
け
て
雲
南
の
永
昌
府
に
官
費
出
張
し
て
し
ま

っ
た
。
も
ど

っ
て
き
た
の
は
十

一

ー
は
表
面
的
に
み
る
か
ぎ
り
、

295 
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月
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
勝
手
に
そ
の
職
を
離
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
な
い
で
も
ら
い
た

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
後
の
問
題
と

し
な
が
ら
も
、

逮
魯
花
赤
や
各
投
下
の
差
し
遣
わ
し
た
使
臣
が
「
大
王
の
令
旨
や
鮒
馬
の
鈎
旨
」
を
焼
え
て
呼
び
出
し

(
勾
喚
〉
に
鷹
ず
る
場

合
に
は
省
部
の
明
文
の
護
給
を
待
つ
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う。

探
馬
赤
な
る
人
物
は
投
下
の
命
令
で
あ
る
と
の
書
き
つ
け
を
錦
の
御

旗
に
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
東
昌
路
に
つ
い
て
は
、
太
宗
の
と
き
に
石
高
山
に
東
昌

・
贋
卒
の
四
十
徐
戸
を
賜

っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
が
戸

(

日

)

放
も
少
な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
場
合
に
一
該
品
回
国
す
る
か
定
か
で
な
い
。

m
は
江
南
行
蓋
に
下
さ
れ
た
と
い
う
遣
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
同
様
に
北
中
園
の
投

下
の
事
例
を
南
方
に
博
与え
た
ケ
l
ス
で
あ
る。

本
件
は
糞
寧
路

(
太
原
〉
管
下
の
惇
州
の
知
州
の
唆
羅
海
と
投
下
と
の
封
立
で
あ
る
。
投
下
官

の
也
先
忽
都
魯
が
知
惇
州
の
唆
羅
海
の
非
協
力
的
態
度
に
立
腹
し
て
け
ん
か
沙
汰
に
設
展
し
、
投
下
の
主
の
威
遠
王
阿
只
吉
に
う

っ
た
え
た
の

ー
が
江
西
行
省
に
下
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
に
劃
し
て

が
事
の
護
端
で
あ
る
ら
し
い
。
阿
只
吉
は
河
東
山
西
道
廉
訪
司
に
令
旨
を
護
し
て
唆
羅
海
の
慮
分
を
要
請
し
た
。
丙
申
の
年
に
太
原
の
七
五
、

四

O
四
戸
が
太
租
の
次
子
の
茶
合
情
大
王
の
子
孫
に
興
え
ら
れ
て
い
る
。
阿
只
士
口
は
茶
合
鰐
の
孫
に
あ
た
る
。
惇
州
が
確
か
に
投
下
領
に
含
ま

れ
て
い
る
か
否
か
判
然
と
し
な
い
が

と
に
か
く
知
州
罷
売
の
要
求
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

」
れ
に
封
す
る
厳
訪
可
の
剣
断
は
こ
う
で
あ

-156ー

る
。
牧
民
の
官
員
が
た
と
え
有
罪
で
あ

っ
た
に
し
て
も
、

そ
れ
は
朝
省
に
よ

っ
て
慮
分
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
り
、
也
先
忽
都
魯
の

一
方
的

な
言
い
分
に
よ
っ
て
知
州
た
る
唆
羅
海
を
呼
び
出
す
の
は
不
適
嘗
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
聖
旨
に
明
言
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、

諸
王

・

公
主

・
尉
馬
が
公
事
を
あ
ず
か
る
大
小
の
官
吏
を
一
方
的
に
呼
び
出
し
て
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
中
央
の
刑
部
の
判
断
も
同
様
で

あ
っ
て
、
唆
羅
海
を
職
に
も
ど
せ
と
し
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
中
書
省
が

こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
知
州
を
投
下
の
匪
力
か
ら
救

っ
て

(
日
叩
)

ゃ
っ
た
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

n
は
江
西
の
士
口
州
路
の
事
例
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

は

ゆ
り

ん

フ

リ

ガ
ル

大
徳
七
年
間
五
月
初
二
日
、
江
西
行
省
が
准
け
た
る
中
書
省
の
容
。
安
西
王
位
の
差
来
せ
る
使
臣
の
忽
里
空
等
の
星
。

『
鋪
馬
五
疋
を
起
し
、
吉
州
路
に
前
去
し
、
析
都
の
元
と
閥
せ
る
本
銭
二
千
定
の
内
、
造
下
し
た
る
水
弓

・
皮
袋

・
段
疋

・

「敬
奉
せ
る
安
西

王
の
令
旨
。



ち

か

ら

い

紗
羅
弁
び
に
利
鎮
の
紗
錠
等
の
物
は
賂
来
せ
よ
。
軍
の
気
力
は
用
い
る
と
都
省
に
読

っ
て
去
け
。
』
此
れ
を
敬
せ
よ
。

見
に
資
し
た
る
鋪
馬
を
把
起
す
る
令
旨
の
本
を
ば
、
書
寓
し
て
粘
連
し
て
前
に
在
り
。
具
呈
し
た
れ
ば
照
詳
せ
ら
れ

忽
星
空
等

敬
依

し
て
前
来
し
、
今

ょ
。
」
此
れ
を
得
ら
れ
よ
。
:
:
叉
た
大
徳
二
年
六
月
二
十
六
日
、

御
史
蓋
の
呈
。
欽
奉
せ
る
聖
旨
の
節
該。

「
諸
王
・
鮒
馬
が
差
使
せ

る
大
勾
嘗
は
明
白
に
奏
し
て
行
わ
し
め
よ
。

小
勾
嘗
は
中
書
省
を
経
由
し
て
行
え。

瞳
例
な
き
勾
嘗
は
罷
め
よ
。
」
此
れ
を
欽
め。

中

苔
し
て
請
う
ら
く
は
欽
依
し
て
施
行
せ
よ
。(

げ

)

『
元
史
』
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
吉
州
路
は
そ
の
六
五
、

0
0
0戸
が
安
西
王
に
分
賜
さ
れ
て
い
た
。
使
臣
の
忽
里
宰
は
安
西
王
の
令
旨
に
よ
っ

書
省
が
)
今

見
呈
を
援
け
た
る
に
、
都
省

て
、
軍
事
力
を
背
景
に
吉
州
路
で
物
資
の
徴
牧
を
行
お
う
と
し
た
。
そ
れ
が
ス
ム
ー
ズ
に
ゆ
か
な
か
っ
た
と
み
え
て
忽
里
宰
は
中
書
省
に
う

っ

た
え
た
。
こ
れ
を
受
け
た
中
書
省
で
は
、
大
勾
嘗
〈
大
事
〉
は
上
奏
し
て
か
ら
行
え
、
小
勾
嘗
(
小
事
)
は
中
書
省
経
由
で
行
え
、
僅
例
な
き
勾

嘗
は
や
め
よ
と
の
聖
旨
を
引
用
し
て
い
る
。
ど
う
や
ら
安
西
王
領
と
は
い
い
な
が
ら
、
使
臣
の
思
う
よ
う
な
徴
牧
は
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
よ
う

や
は
り
士
口
州
路
で
諸
王
位
下
の
使
臣
が
羊

〈

時

)

肉
の
供
出
を
強
要
し
た
一
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
最
終
的
に
聖
旨
に
よ

っ
て
輿
え
る
こ
と
無
用
と
さ
れ
て
い
る

0

・ー
か
ら
n
ま
で
の

で
あ
る
。
関
連
し
て
附
け
加
え
れ
ば
『
元
典
章
』

二
ハ
、
戸
部
巻
二
「
使
臣
合
喫
肉
食
」
の
僚
に
、
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五
例
は
、

い
ず
れ
も
投
下
の
撞
行
抑
制
と
い
う
意
味
で
同
じ
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
剣
断
で
き
る
。

以
上
の
諸
例
を
総
合
的
に
観
察
し
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
投
下
の
恋
意
や
一
方
的
な
牧
奪
が
ま
か
り
通

っ
て
い
た
と
は
ど
う
し
て
も
思
え

な
い
。
む
し
ろ
我
々
に
感
得
さ
れ
る
の
は
、
投
下
官
司
と
有
司
と
の
利
害
調
整
を
こ
う
し
た
剣
例
の
蓄
積
を
通
じ
て
行
お
う
と
す
る
行
政
貫
務

捲
蛍
者
の
努
力
で
あ
る
。

つ
ま
り
な
ん
と
か
行
政
が
無
秩
序
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
原
則
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
投
下
の

恐
意
を
で
き
る
限
り
排
除
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
同
時
に

g
と
h
に
み
た
よ
う
に
、

法
令
集
と
し
て
制
度
第
改
の

跡
を
残
す
の
も
こ
う
し
た
法
令
集
と
し
て
の
使
命
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
『
元
典
章
』
の
断
例
の
蓄
積
に
は
江
西
行
省
の
衰
州
路
が
大
い
に
寄
興
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
蓑
州
路

は
『
元
史
』
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
世
租
の
斡
耳
柔
領
に
編
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
次
に
一示
す
と
お
り
非
常
に
多
い
。
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至
元
一
二
年

三
年

大
徳

大
徳

四
年

大
徳
一

O
年

大
徳
一

O
年

麦
州
路
分
宜
懸

衰
州
路
宜
春
豚

衰
州
路
葎
郷
州

蓑
州
路
宜
春
豚

震
州
路
高
裁
鯨

四、

0
00
戸

四
O
、

0
0
0戸

一
六

O
錠

紗

一
、
六

O
O錠

紗

世
租
第
二
斡
耳
桑

世
粗
大
斡
耳
桑

世
租
第
二
斡
耳
采

世
租
第
三
斡
耳
莱

世
組
第
四
斡
耳
柔

な
お
大
徳
三
年
の
も
の
は
原
典
に
は
「
一
寓
戸
」
と
あ
る
が
、
賜
紗
の
数
に
合
わ
せ
て
「
四
寓
戸
」
に
改
正
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
ほ

い
ま
斡
耳
采
領
だ
け
を
合
計
し
て
も

四
二
、

0
0
0戸

紗
一
、
六
八

O
錠

か
さ
き
に
戸
計
長
官
司
に
閲
し
て
言
及
し
た
必
閤
赤
に
輿
え
ら
れ
た
高
裁
豚
の
三
、

0
0
0戸
も
あ
る
。

二
九
、

七
五

O
戸

紗
一
、

一
九

O
錠

二
九
、

七
五

O
戸

紗
一
、

一
九

O
錠

一
四
五
、
五

O
O戸
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

ば
、
愛
州
路
の
大
牢
が
成
宗
期
に
は
世
租
の
斡
耳
染
領
に
編
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
『
元
史
』
巻
六
二、

地
理
士
山
に
み
え
る
同
路
の
線
戸
数
一
九
八
、
五
六
三
戸
に
比
べ
れ

斡
耳
柔
領
と
は
い
え
、
あ
る
い
は
税
糧
を
供
出
す
る
だ
け
の
名
目
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
路
分
に
比
べ
れ
ば
、

-158ー

な
に
が
し
か
投
下
の
影
響
が
及
び
や
す
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
が

『
元
些
章
』

の
投
下
関
係
史
料
を
検
討
し
た
の
は
、
こ
の
蓑
州
路
に
お

い
て
投
下
系
統
と
有
司
系
統
の
摩
擦
や
せ
め
ぎ
合
い
を
護
見
し
た
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る。

前
述
の
戸
計
長
官
司
の
例
の
ほ
か
に
は
、

買
は
直

接
に
投
下
領
の
内
部
の
賦
況
を
語
っ
て
く
れ
る
史
料
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
こ

こ
に
み
た
『
元
典
章
』
吏

元
代
の
南
中
園
、

部
の
投
下
関
係
十
四
例
の
文
書
は
結
局
の
と
こ
ろ
衰
州
路
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
う
な
れ
ば
上
に
み
た
文
書
の
蓄
積
は
、

と
り
わ
け
そ
の
投
下
を
か
か
え
る
地
方
官
聴
に
と
っ
て
は
投
下
の
不
法
行
震
を
抑
止
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
切
買
な
断
例

群
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

本
稿
で
は
江
南
の
投
下
領
に
関
わ
る
『
元
典
章
』
文
書
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
の
投
下
の
献
況
を
推
察
す
べ
く
、

江
西
行
省
案
州
路
に
お
け



る
戸
計
司
の
事
例
、

つ
い
で
江
断
行
省
に
お
け
る
財
賦
府
に
関
わ
る
事
例
を
検
討
し
、

最
後
に
『
元
典
章
』

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た。

吏
部
の
投
下
の
項
に
み
え
る
諸
候

た
と
え
ば
投
下
領
に
お
け
る
達
魯
花
赤
以
下
の
官
吏
任
命
、
投
下
へ
の
人
民
の

「
招
牧
」
、
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
中
園
の
人
民
が
規
定
の
税
糧
以
外
の
差
役
負
措
を
逃
れ
よ
う
と
投
下
領
を
む
し
ろ
利
用
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
違
法
行
潟
、
投
下
官
に
よ
る
臨
時
的
徴
牧
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
し
ば
し
ば
ト
ラ
ブ

ル
の
種
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
従
来
と
も
す
れ

ば
、
こ
れ
が
い
か
に
も
征
服
王
朝
ら
し
い
征
服
者
の
直
接
的
な
支
配
の
貫
態
を
一
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
『
元
典
章
』
の
諸
篠
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
具
盤
的
に
理
解
し
、

な
お
そ
こ
で
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
方
向
性
を
推
し
は
か
る
と
き
、

筆
者

江
南
の
投
下
領
を
め
ぐ
る
投
下
に
よ
る
恋
意
的
な
行
震
は
、

は
投
下
の
恋
一
意
的
性
格
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
法
的
合
理
主
義
に
た
っ
て
投
下
の
恋
意
的
行
痛
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
制
し
よ
う
と
す
る

一
般

行
政
官
た
ち
の
姿
を
み
た
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
元
代
の
江
南
に
は
二
重
の
支
配
原
理
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
ペコ
ま

中
書
省

行
省

路

州、|

勝
と

う

般
の
有
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司
系
統
の
支
配
原
理
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
皇
后
(
斡
耳
柔
)
・

皇
太
后

・
皇
太
子
・

諸
王

・
公
主
・
鮒
馬
・

功
臣
ら
に
賜
輿
さ
れ
た
投
下
系
統

の
支
配
原
理
も
ま
た
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
官
鹿
レ

ベ
ル

で
捉
え
れ
ば
有
司
と
投
下
官
司
で
あ
り
、
官
吏
レ
ベ
ル
な
ら
管
民
官
と
投
下

官
、
人
民
レ
ベ
ル
な
ら
大
数
目
戸
と
投
下
戸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
元
代
江
南
の
政
務
に
嘗
た
る
も
の
の
焦
眉
の
課
題
は、

『
元
血
ハ
-
章
』
は
そ
の
よ
う
な
官
吏
が
な
ん
と
か
原
則
を
立
て
よ
う
と
努
め
、
準
援
す
べ
き

こ
の

二
重
の
支
配

原
理
の
聞
で
い
か
に
調
整
を
つ
け
る
か
で
あ
っ
た
。

法
令
集
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
貴
重
な
記
録
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

註(
1
)

安
部
健
夫
「
元
代
「
投
下
」
の
語
原
考」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
巻

第
六
鋭
、
一
九
三
八
、
の
ち
に
『
元
代
史
の
研
究
』
一
九
七
二
、
に
牧

録
)
、
小
林
高
四
郎
「
元
朝
投
下
考
」
(
『
日
吉
論
叢
』
第
一
輯
、

一
九

三
九
、

の
ち
に

『
モ
ン
ゴ
ル
史
論
考
』

一
九
八
三
、

に
枚
録
)、
村
上

正
二
「
元
朝
に
於
け
る
投
下

の
意
義
」

(
『
蒙
古
皐
報
』
第

一
節
、
一

九
四

O
可
愛
宕
松
男
「
元
朝
の
封
漢
人
政
策
」
(『東
亜
研
究
所
報
』
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第
二
三
鋭
、

一
九
四
三
、
の
ち
に
『
愛
宕
松
男
東
洋
史
拳
論
集
』
第
四

巻
、
一
九
八
八
、
に
牧
録
)
、
岩
村
忍

「
五
戸
線
と
元
朝
の
地
方
制
度
」

(
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
三
二
郎
、
一
九
六
二
、

の
ち
に
「
封
建
的
領

地
制
」
の
題
目
で
『
モ
ン
ゴ
ル
枇
曾
経
済
史
の
研
究
』
一

九
六
八
、
に

牧
録
)
、
海
老
潔
哲
雄
「
元
朝
の
封
邑
制
度
に
関
す
る

一
考
察
」

(『史

潮
』
第
九
五
誠
、
一
九
六
六
)
、
同
「
モ
ン
ゴ
ル
H
H
元
時
代
の
五
投
下

に
つ
い
て
」
(
『
山
崎
先
生
退
官
記
念
東
洋
史
皐
論
集
』
一
九
六
七
〉
、

松
田
孝
一
「
元
朝
期
の
分
封
制
||
安
西
王
の
事
例
を
中
心
と
し
て

|
|
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
八
八
編
第
八
説
、
一
九
七
九
)
等
参
照
。

(

2

)

拙
稿

「元
代
の
賜
聞
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
ー
そ
の
返
還
の
動
向
を

手
が
か
り
と
し
て
|
|
』
(
『
柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
中
閣
の
停
統

社
舎
と
家
族
』
一
九
九
三
)
参
照
。

(
3
〉
『
元
史
』
径

一
一
七
、
禿
刺
停
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

武
宗
即
位
、
第
功
、
封
越
王
、

錫
金
印
、
以
紹
興
路
篤
其
分
地
。

ま
た
『
元
史
』
径
三
五
、
文
宗
紀
至
順
二
年
四
月
甲
寅
の
僚
に
い
う
。

中
書
省
臣
言
、
「
越
王
禿
刺
在
武
宗
時
、
以
紹
興
路
篤
食
邑
、
放

割
賜
本
路
租
賦
紗
四
蔦
錠
、

・・

」

原
文
を
次
に
示
す
。

延
一
疏
五
年

月
日
、

江
西
行
省
准
中
書
省
容
。

御
史
妥
呈
。
准

江
南
諸
道
行
御
史
姦
容
。
媛
監
察
御
史
乃
鐙
万
ノ
承
事
等
呈
。
「

-

:
近
年
豪
富
之
家
、
自
定
服
色
以
来
、
往
々
附
鹿
権
貴
、
濫
切
名

爵
、
如
虎
而
繁
。
且
以
建
康
一
路
言
之
、
如
句
容
豚
豪
民
王
訓
、

自

身
人
、
欽
受
宣
命
、
承
務
郎

・
大
都
等
慮
打
捕
鷹
房
民
匠
総
管
、

同
居
叔
王
照
亦
受
宣
命
、
車
中
訓
大
夫

・
中
瑞
司
丞
、
麿
興
宗
元
係

江
西
行
省
理
問
所
令
史
、
見
任
建
康
財
賦
提
翠
、
似
此
不
可
枚

(

4

)

 

(
5〉

(

6

)

 

翠
。
宜
従
都
省
照
勘
、
自
身
臨
腕
陸
人
等
、
欽
依
明
詔
、
悉
皆
削

去
。
其
入
流
之
人
、

自
有
定
制
、
接
各
街
門
態
奉
還
者
、
如
委
相

態
給
降
宣
教
、
其
或
不
賞
、
従
中
書
省
回
奏
、
其
徐
街
門
近
侍
人

等
、
敢
有
檀
奏
座
中
京
国
政
務
、
欽
依
己
降
詔
旨
、
以
達
制
論
罪
、

庶
塞
倖
門
。
」

:
・:
俺
血
熱
入
荷
量
来
、
一
筆
家
説
的
是
治
天
下
的
大

勾
嘗
有
。
如
今
各
投
下
各
街
門
一一袋
態
着
他
毎
自
選
人
腰
道
、
腹

一一袋
・
江
南
自
身
的
人
録
、
虚
裡
着
怯
醇
、
詐
自
国
着
籍
貫
姓
名
作

弊
、
欺
読
朝
廷
、

受
了
宣
教
、
近
上
名
分
委
付
了
間
多
有
。

如
今
先
制
柑
這
王
訓
等
三
箇
、

交
差
家
照
勘
了
、

合
罷
的
、
合
迫
奪

的
、
即
便
依
鐙
例
行
、
其
除
各
投
下
各
街
門
、
似
這
一
般
但
是
虚
担

着
怯
醇
的
、
冒
着
籍
貫
的
、
更
改
名
姓
的
、
有
過
犯
来
的
、
大
数

回
裏
人
詐
穂
投
下
的、

自
身
使
要
了
宣
教
名
分
、
件
汁
濫
受
各
役
下

令
旨
委
付
的
、
・
:
文
書
到
目
、
限

一
箇
月
、
数
他
領
自
費
着
宣

救
、
赴
所
在
官
司
、
出
首
菟
罪
。
:
:
後
頭
各
投
下
有
飲
用
人

町
、
只
数
他
自
愛
馬
裏
選
着
委
付
、
大
数
回
裏
人
毎
、
不
敬
冒
着

入
去
各
街
門。

-

註
(

1

)

村
上
論
文
参
照
。

原
文
を
次
に
示
す
。

大
徳
八
年
六
月
、
江
所
行
省
准
中
室
田省
否
。
大
徳
八
年
三
月
十
六

日
奏
過
事
内
一
一
件
。
「
護
官
人
毎
、
俺
根
底
輿
文
書
、
各
投
下

・

各
枝
児
分
緩
到
的
城
子
一
袋
、
他
毎
委
付
淫
魯
花
赤
有
。

一
箇
月
日

未
満
、
叉
重
委
付
一
箇
来
有
。
於
内
多
一
年
是
漢
見

・
女
直

・
契

丹
、
遥
々
小
名
裂
、
倣
逮
魯
花
赤
有
。
今
後
各
投
下

・
各
校
完
褒

読
知
、
逮
捕
旅
曲
家
古
人
委
付
者
。
漢
見

・
女
直

・
契
丹
、
逮
んベ
小
名

裏、

倣
逮
魯
花
赤
的
、

都
合
革
罷
了
有
。
度
道
這
般
設
有
。
俺
爾

-160-
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(

7

)

 

量
来
、
今
後
諸
王
・
尉
馬
各
投
下
・
各
校
児
裏
、
行
奥
文
書
、
他

毎
分
援
到
的
城
子
裏
、
委
付
逮
魯
花
赤
町
、
選
棟
蒙
古
人
委
付

者
。
如
果
無
蒙
古
人
町
、
選
探
有
根
脚
的
色
目
人
委
付
者
。

三
年

満
阿
、
交
他
毎
依
大
恒
例
替
換
了
、
若
三
年
不
満
町
、
不
交
重
委

付
人
町
、
忽
生
。
」
奏
町
、
奉
聖
旨
、
「
那
般
者
。
」
欽
此
。

『
元
史
』
単
位
六
、
世
租
紀
至
元
二
年
二
月
甲
子
の
僚
に
い
う
。

以
蒙
古
人
充
各
路
達
魯
花
赤
、

漢
人
充
線
管
、
回
回
人
充
同
知
、

永
策
定
制
。

同
至
元
五
年
三
月
丁
丑
の
僚
に
い
う
。

罷
諸
路
女
直
・
契
丹
・
漢
人
魚
逮
魯
花
赤
者
、
回
国
・
畏
冗
・
乃

轡
・
唐
冗
人
初
奮
。

原
文
を
次
に
示
す
。

至
大
四
年
九
月
、
行
蔓
准
御
史
蔓
容
。
奉
中
書
省
劉
付
。
来
呈
。

山
東
廉
訪
司
申
。
「
石
那
臣
告
、
大
都
路
金
玉
局
所
管
匠
人
常
山

見
、
敬
受
済
王
令
旨
、
前
来
演
州
、
充
達
魯
花
赤
、
本
人
改
名
也

先
帖
木
見
。
」
得
此
。
迭
錬
吏
部
呈
。

「
照
得
、
至
大
二
年
四
月

内
、
欽
奉
聖
旨
節
該
、
『
各
投
下
多
是
漢
見
・
契
丹
・
女
直
、
倣

蒙
古
人
的
名
字
、
充
逮
魯
花
赤
。
:
・
:
』
欽
此
。
聞
不
見
諸
投
下

差
設
本
投
下
梯
己
戸
匠
敬
受
令
旨
、
或
受
宣
教
有
姓
塗
魯
花
赤
、

合
無
一
種
革
去
。
参
詳
、
諸
投
下
梯
己
戸
匠
所
設
建
魯
花
赤
、
於

内
若
有
漢
見
・
契
丹
・
女
直
、
擬
合
割
付
御
史
妻
、
欽
依
己
降
聖

旨
事
意
、
一
位
革
去
。
具
呈
照
詳
。
」
都
省
准
塁
、
依
上
施
行
。

原
文
を
次
に
一示
す
。

延
祐
三
年
六
月
、
行
豪
割
付
、
准
御
史
肇
杏
。
呈
奉
到
中
書
省
割

付
。
来
呈
。
延
蹴
二
年
十
一
月
二
十
七
日
合
票
遁
(
劉
)
〔
例
〕。

(

8

)

 

〈

9
〉

迭
刑
部
議
擬
到
下
項
事
理
内
一
款
。

諸
人
告
言
有
姓
不
膝
逮
魯
花

赤
人
員
、
指
訂
照
勘
明
白
、

合
無
依
例
取
問
迫
奪
。
前
件
照
得
、

先
車
中
中
書
省
劉
付
。
皇
慶
元
年
六
月
初
八
日
奏
過
事
内

一
件
。
大

都
省
帖
木
迭
見
丞
相
等
官
人
毎
奏
賂
来
有
。
御
史
整
官
人
毎
、
俺

根
底
輿
文
書
、
諸
王
・
尉
馬
各
投
下
分
援
到
城
子
裏
委
付
達
魯

花
赤
阿
、
有
姓
漢
見
人
、
更
改
了
名
姓
、
保
的
也
有。

:

文
中
「
合
葉
通
劉
」
と
あ
る
の
は

「合
票
通
例
」
と
絞
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
日
附
は
「
詔
赦
篠
董
」
と

一
致
す
る
。
拙
稿
「
元
代
僚
董

考
」
(
七
〉
(
『
香
川
大
準
教
育
風
宇
都
研
究
報
告
』

第
一
部
第
五

一
説
、

一
九
八
一
〉
参
照
。

〈

m〉
原
文
を
次
に
一
示
す
。

延
祐
三
年
七
月
、

行
省
准
中
書
省
容
。

延
祐
三
年
五
月
十
一
日
奏

過
事
内
一
件
。
「
去
年
将
各
投
下
分
鐙
来
的
各
路
・
州
・
豚
裏
、
交

各
怯
欝
裏
、
常
選
内
、

衆
人
之
上
、
委
付
逮
魯
花
赤
、
各
路

・
州
・

豚
裏
、
各
滅
一
員
、
勝
投
下
合
委
付
的
人
、
倣
副
逮
魯
花
赤
委
付、

慶
道
奏
了
来
。
如
今
依
先
己
了
的
、
各
路
・
州
裏
滅
去
同
知
、
上

豚
裏
滅
去
懸
丞
、
交
各
投
下
委
付
副
逮
魯
花
赤
、
中
下
豚
主
簿
、

録
事
司
録
列
、
掌
管
銭
糧
捕
盗
勾
嘗
滅
去
町
、

不
中
也
者
。
交
各

投
下
添
設
放
副
遼
魯
花
赤
一
員
町
、

窓
生
。
荷
量
来
。
」
奏
町
、

「那
般
者
。
」
慶
道
聖
旨
了
也
。
欽
此
。
都
省
請
欽
依
施
行。

な
お
『
元
史
』
径
二
五
、
仁
宗
紀
延
祐
三
年
六
月
乙
亥
の
僚
に
い
う。

教
諸
王
・
功
臣
分
地
郡
邑
同
知
・

豚
丞
鴛
副
逮
魯
花
赤
、
中

・
下

豚
及
録
事
司
増
置
副
遼
魯
花
赤

一
員
。

註
(

l

)

岩
村
論
文
参
照
。

ま
た
原
文
を
次
に
一
示
す
。

延
結
五
年
正
月
、
江
南
行
牽
准
御
史
牽
容
。
延
祐
四
年
六
月
十
七

-161ー

〈

日

)
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(

ロ

)

日
、
本
肇
一一官
奏
過
事
内
一
件
。
「
監
察
毎
文
書
裏
設
、
各
投
下
達

魯
花
赤
、
大
租
皇
帝
初
起
北
方
時
節
、
耳
ん
ベ
弟
兄
毎
荷
量
定
、

取

天
下
了
町
、
各
分
地
土
、
共
事
富
貴
、
腰
道
、
世
租
皇
帯
即
位
以

来
、
立
着
法
度
、
諸
王
分
到
的
城
子
、
交
他
毎
各
自
委
付
達
魯
花

赤
有
。
這
勾
蛍
行
了
多
年
也
。
近
閲
帖
木
迭
見
別
了
世
租
皇
帝
聖

旨
、
無
故
輪
開
各
投
下
委
付
来
的
達
魯
花
赤
罷
了
、
只
交
委
付
次
二

官
的
上
頭
、
失
了
諸
王
的
心
、
腰
道
、
蔓
官
毎
題
奏
来
。
帖
木
迭

見
却
回
奉
了
有
、
合
依
奮
交
他
毎
委
付
淫
魯
花
赤
、
感
道
設
有。

:
:
:
」
腹
道
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

呈
奉
中
書
省
劉
付
。
照
得
、
延

祐
四
年
六
月
二
十
二
日
奏
過
事
内
一
件
。
「
在
前
諸
王
毎
委
付
的

各
路
・
府
・
州
・
勝
連
魯
花
赤
毎
、
交
倣
(
付
)
〔
副
〕
達
魯
花

赤、

大
数
回
裏
、
交
委
付
信
用頭
遂
魯
花
赤
者
、
度
道
奏
奉
聖
旨
行

了
来
。
近
日
華
官
毎
奏
、
各
投
下
的
城
子
裏
、
只
依
着
己
前
行
来

的
盟
例
、
交
他
毎
委
付
信
用
頭
逮
魯
花
赤
者
、
大
数
回
裏
休
委
付

者
。
慶
道
有
聖
旨
来
。
近
関
也
孫
帖
木
克
・
菅
王
柔
(
刈
)
〔
列〕

狸
等
大
王
也
設
、
是
俺
投
下
的
勾
蛍
有
、
依
先
例
委
珂
、

窓
生
。

膝
道
俺
根
底
輿
了
文
書
有
。
:
:
:
」

な
お
『
元
史
』
径
二
六
、
仁
宗
紀
延
祐
四
年
六
月
丙
辰
(
二
十
二
日〉

の
僚
に
い
う
。

数
、
諸
王
・
尉
馬
・
功
臣
分
地
、
の
奮
制
自
辞
淫
魯
花
赤
。

原
文
を
次
に
示
す
。

延
動
六
年
六
月
十
七
日
、
奉
江
所
行
省
劉
付
。
准
中
書
省
容
。
刑

部
呈
。
車
中
省
列
。
御
史
蜜
呈
。
准
江
南
諸
道
行
御
史
喜
一
容
。
接
監

察
御
史
解
世
英
絡
仕
呈
。
「
・
:
:
如
有
公
事
差
池
怠
慢
者
、
嘗
該

官
吏
人
等
、
験
事
軽
重
断
罪
者
。
投
下
職
官
、
受
敷
以
下
人
員
、

(

日

)

国
可
量
事
匿
慮
、
惟
受
宣
官
負
、
若
欲
議
罰、

多
有
無
俸
給
者
、

倫
若
擬
断
、
必
須
奏
問
。
:
:
:
宜
従
合
干
部
分
、
時
間
投
下
職
官
無

俸
給
者
、
如
有
公
事
差
池
怠
慢
、
取
詑
招
伏
、
定
擬
責
罰
通
例
違

守
、
庶
人
知
畏
倶
、

公
事
成
就
。
具
呈
照
詳
。
」
得
此
。

:
:
:
迭

接
刑
部
呈
。
照
得
、
至
元
二
十
年
八
月
初
三
日
、

承
奉
中
書
省
劉

付
。
迭
御
史
蔓
呈
。
恩
州
岳
線
管
、
人
戸
朱
全
結
駈
男
朱
得
興
、

好
誘
斑
四
駈
婦
臓
梅
在
逃
、
捉
獲
受
銭、

私
下
休
和
。
:
:
:
本
部

議
得
、
投
下
職
官
、

除
罪
際
的
決
、

己
有
定
例
、
所
接
公
事
差
池

怠
慢
、
無
俸
給
、
合
行
懲
戒
。
今
後
似
此
有
犯
事
理
、
比
附
有
司

相
劉
街
門
俸
官
例
、
験
事
軽
重
遁
罰
。
如
蒙
准
呈
遁
行
遵
守
相

暗版
。
具
呈
照
詳
。
得
此
。
都
省
准
擬
。

原
文
を
衣
に
示
す
。

至
元
二
十
三
年
十
二
月
、
行
御
史
塞
准
御
史
憂
容
。
承
奉
中
書
省

劉
付
。
植
密
院
呈
。
行
極
密
院
否
。

銀
守
隆
輿
首
問
戸
府
申
。
見

管
軍
人
内
逃
吃
杜
林
・
蒋
輿

・
李
徳

・
陳
義
等
四
名
、
根
捉
到
奥

城
山
捉
傘
到
官
、
招
伏
就
用
陳
提
領
等
賛
河
南
路
諸
投
下
官
司
文

字
、
相
随
在
逃
罪
犯
、
行
移
按
察
司
審
断
外
、

本
院
看
詳
、
腹
豪

州
域
諸
投
下
官
司
、

信
従
人
戸
、
以
江
南
等
庭
作
買
貰
者
信
用
由
、

濫
放
文
引
、
般
取
軍
人
在
逃
、
使
管
軍
官
不
能
拘
繋
、

遁
行
合
展

禁
約
事
。
都
省
議
得
、

今
後
諸
人
若
要
因
事
或
害
商
買
前
去
他

所
勾
嘗
、
経
由
有
司
街
門
陳
告
、
取
問
鄭
佑
是
賞
、
令
人
保
管
、

別
無
蓬
碍
、
方
許
出
給
差
引
、

明
置
文
簿
鋪
照
外
、
接
其
徐
街
門

弁
各
投
下
官
司
、
雄
有
印
信
、
無
得
撞
行
出
給
文
引
、
除
己
遍
行

合
嵐
禁
約
外
、
仰
照
験
施
行
。

原
文
を
次
に
示
す
。
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(
間
以
)

大
徳
二
年
四
月
二
十
日
、
江
西
行
省
准
中
書
省
容
。
二
月
初
八
日

奏
過
事
内
一
件
。

「
諸
王
・
尉
馬
各
投
下
勾
嘗
、
数
他
毎
提
調
、

慶
道
、

遁
向
諸
街
門
之
上
、
委
付
着
中
書
省
有
。
投
下
的
勾
嘗
有

阿
、
衆
人
荷
量
了
、
合
依
鐙
例
行
阿
、

令
各
自
男
提
調
珂
、
不
採
窓

生
也
偏
向
無
慢
例
有
。
大
勾
嘗
裏
不
便
嘗
町
、
今
後
投
下
勾
骨
園
、

濁
自
休
男
提
調
者
、
不
採
甚
度
勾
嘗
町
、
衆
人
一
両
一
量
了
行
者
。
這

般
宣
議
了
、
投
下
勾
嘗
、
男
行
提
調
的
、
要
罪
過
者
、
行
御
賓
聖

旨
珂
是
来
、
如
今
時
閥
、
俺
省
家
行
文
書
町
、
窓
生
。
」

奏
町、

奉
聖
旨
。
「
是
有
。
忽
行
者
。
」
叉
奏
、
「
別
箇
省
裏
似
這
一
般
、

各
自
男
行
提
調
投
下
勾
蛍
的
也
有
也
者。

依
那
僅
例
週
行
文
書

阿
、
窓
生
。」
奏
阿
、
奉
聖
旨
。
「
那
般
者
。
」
欽
此
。

原
文
を
次
に
示
す
。

至
元
三
十
年
十
一
月
、
江
西
行
省
准
中
書
省
容
。
吏
部
呈
。
山
東

宣
慰
司
関
。
「
東
昌
路
達
魯
花
赤
探
馬
赤
、
至
元
二
十
九
年
二
月

初
回
目
躍
任
、
至
二
十
日
前
去
永
昌
府
、
将
軍
糧
交
付
了
嘗
、
至

十
一
月
初
五
日
選
職
。
照
得
、
元
奉
省
割
。
『
路
・
府
・
州
・

豚

逮
魯
花
赤
、
非
奉
聖
旨
・
省
部
明
文
、
不
得
撞
自
離
職
。
奉
此
。
』

照
得
、
東
日
目
路
逮
魯
花
赤
撞
自
離
職
、
倫
有
稽
濯
、
所
責
非
軽
。

今
後
、
逮
魯
花
赤
若
各
投
下
差
委
使
臣
、
資
筆
大
王
令
旨
・
尉
馬

鈎
旨
、
前
来
勾
換
、
擬
合
等
候
省
部
明
文
、
然
後
許
令
前
去
、
似

骨
用
不
致
失
謀
勾
賞
。
年
一
向
照
験
。
」

本
部
議
得
、
若
准
擬
相
態
。
都

省
准
呈
。
市
廿
請
遍
行
照
曾
施
行
。

原
文
を
次
に
一示
す
。

大
徳
六
年
十
月
、
行
肇
准
御
史
蔓
容
。

承
奉
中
書
省
劉
付
。
来
呈。

河
東
山
西
這
廉
訪
司
申
。
五
月
初
三
日
有
使
臣
怯
来
高
貝
敬
奉
阿
只

〈
日
〉

〈

げ

)

(

国

〉

吉
大
王
令
旨
。

「惇
州
唆
羅
海
、
唱
毎
管
的
也
先
忽
都
魯
設
来
、

三
月
二
十
日
刷
馬
時
節
、
喚
我
去
来
到
阿
、
知
州
馬
也
不
曾
問
、

和
雇
和
買
皮
裟
靴
子
等
、
係
不
輿
則
度
。
盛
岡
那
上
頭
、
我
廻
説
、

『
我
是
遼
遠
人
有
。
』
那
其
開
裏
、
頭
髪
擬
着
打
我
沙
々
来
。

如

今-一
一泡
令
旨
到
時
節
、

即
忙
過
来
、
這
裏
折
護
者
。
」
敬
此
。
照
得
、

先
欽
奉
聖
旨
傑
査
内

一
款
節
該
。
「
非
奉
聖
旨
、
諸
王
及
公
主

・

尉
馬
不
得

一
面
勾
喚
問
呂
公
事
大
小
官
吏
。」
欽
此
。
卑
司
君
詳
、

府
・
州
・
司
・
豚
官
員
、
倶
係
牧
民
之
職
、

設
若
有
罪
、
宜
従
朝

省
匡
慮
、
今
聴
従
也
先
忽
都
魯

一
面
詞
因
、
持
知
州
唆
羅
海
、

勾
喚
去
吃
、
不
惟
枕
誤
大
小
公
事
、
慮
輿
前
項
欽
奉
聖
旨
事
意
、

似
渉
不
向
。
具
呈
照
詳
。
:
:
:
本
部
議
得
、
唆
緩
海
部
係
牧
民
長

官
、
所
管
差
役
一
切
詞
訟
支
持
感
緋
弁
奥
魯
軍
情
事
務
、
不
篤
不

重
。
若
投
下
有
事
、
勝
管
民
官
窓
意
勾
掻
、

妨
占
枕
誤
公
事
、
深

繋
利
害。

如
准
廉
訪
司

・
宣
慰
司
所
言
、
欽
依
元
奉
聖
旨
事
意
、

諸
王

・
公
主
・
尉
馬
不
得
一
面
勾
掻
、
行
下
本
投
下
王
府
、
帥
令

知
州
唆
羅
海
還
職
、

己
後
無
致
蓮
別
種
例
相
態
。
都
省
除
外
、
仰

依
上
施
行
。

註
(
1
〉
松
田
論
文
参
照
。

『
元
典
章
』
一
六
、

戸
部
巻
二
「
使
臣
合
喫
肉
食
」
の
僚
に
い
う。

大
徳
三
年
二
月
、
江
西
行
省
竣
吉
州
路
申
。

「有
朝
廷
差
来
官

・

諸
王
位
下
使
臣
、
索
要
羊
肉
・
鶏

・
驚
・

蒜
酪

・
老
酒
、
各
月
索

要
木
炭
、
別
無
許
支
明
文
。
乞
明
降
事
。
」
得
此
。
照
得
、
先
准

中
書
省
容
該
。
奏
過
事
内
一
件
。
「
江
南
倣
官
去
来
的

一
箇
漢
見

人
設
有
。
江
南
行
底
使
臣
毎
、
輿
猪
肉
・

魚
見
・
腐

・
鴛
・

鴨
喫

不
宵
、
只
要
羊
肉
喫
有
。
那
団
地
裏
、
毎
一
口
羊
、
用
七
八
十
雨
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紗
買
有
。
這
般
敬
姑
赤
生
受
的
一
般
。
奏
町
、
若
有
猪
肉
阿
、
輿

猪
肉
喫
者
。
無
猪
肉
阿
、
交
輿
飯
喫
者
。
魚
見
敢
庚
也
者
、
輿
魚

喫
者。

無
阿
、
也
休
輿
喫
者
。
羊
肉

・
驚

・
腐

・
鴨
等
飛
禽
、
休

輿
喫
者
。」
欽
此
。
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in Chengde be ｅχamined through analyses of the relations and conflicts

existing between the provincial commander and these o伍cers｡

　　

(iii) The reason for the stabilityof Chengde under the control of the

Wang family 王氏as provincial commanders was the emasculation of the

powerful general ｏ伍cersduring the course of severalstruggles between the

provincial comirianders and these ｏ伍cers,and the purge o「　appeasement

attempts on the ｏ伍cers by the commanders ｅχtendingover ａ long period

of time.　In the unsettled era　afterthe Huang Chao 黄巣rebellion,

however, the stabilityand peace of Chengde as ａ small kingdom of the

Wang family no longer pertained.

Ａ NOTE ON THE LAND AND PEOPLE OF TOU-XIA 投下

　

IN SOUTHERN CHINA DURING THE YUAN PERIOD

　　　　

―Conflictbetween Government Magistratesand

　　　　　　　　

Tou-xia Officialsas recordedin the

　　　　　　

Institutionsof the Yuan Dynasty元典章一

Uematsu Tadashi

　　

During the Yuan period, ａ certain number of households of southern

China were awarded to imperial relatives, nobles, and meritorious persons･

In this system 凶ch designated households had to remit the paper currency

tａｘ戸炒to support the Ｔｏｕ-χia overlords. In this paper l clarify the

circumstances surrounding the land and people of Ｔｏｕ-χia via an invest!-

gationンof the documents of the Inｓtitｕtｉｏｎｓ　ｏｆtｈｅ　Ｙｔｉａｎ　Ｄ:ｙｎａｓり，

　　

First, I examine the legal case of the Command Ｏ伍ce of Households

戸計長官司of Yuan･zhou-lu袁州路in Jiang-xi江西province.　　Next, I

examine cases of the Grand Wealth Supervisory Bureau 財賦都總官司and

the Wealth Control Bureau 財賦提皐司in Jiang-zhe江浙province. Fi-

nally, I eχamine ａ series of fourteen cases collected in the section on the

department of Personnel Administration 戸部of the Inｓtitｕtｉｏｎｓｏｆ £ｈｅ

Yuan Dyna∫り.　The aim of this eχamination is to investigate the structure

and contents of each document, to consider the historical background, and
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to clarify the actual meaning of the documents. These documents reveal

the details of the conflict between the government magistrates 有司and

the ｏ伍cials of the Tou-xia. From these l discovered ａ“dualよprinciple of

administration” that pertained to the region of southern China during the

Yuan period.　The local officials strove t０legitimately avoid pressure from

the Ｔｏｕ-χia. The efforts of these o伍cials are revealed in the laws compiled

in the Inｓtitｕtｉｏｎｓｏｆ tｈｅＹｕａｎＬ）ツフｌａＳり.

　　

AN INQUIRY INTO THE TRANSFORMATION

OF THE HONG MERCHANT SYSTEM AT CANTON

Okamoto Takashi

　　

This paper is an inquiry into the transformation of the hong merchant

system at Canton, based on an　examination of primary sources,both

published and unpublished. Based on these sources, the author firstidenti-

fiessome of the hong merchants in the early 173O's,such as Suqua, Ton

Hungqua, etc., whose　identities and　activitieshave　not　as　yet been

sｕ伍cientlyanalyzed by previous studies. Secondly, these sources reveal

the ｅχistenceof ａ system of zonghang 總行in this same period。within

which the Security Merchant/Cohorig system originated.

　　

The establishment of the Cohong system was intimately related to the

class hierarchy of hong merchants at Canton.　This hierarchy was

structured according to ranking of wealth, and included the positions of

waiyang-hang外洋行, ben'gang-hang本港行, Fu-Chao-hang幅潮行, or

shopkeepers.

　

This hierarchy, on which the so-called Canton monopoly

system was based. until、the early 19 th century changed into ａ hierarchy

comprising two distinct parts, one concerned with the conduct foreign

and one with domestic trade.　This bifurcation occurred because the

shopkeepers directly dealt with　foreign merchants under the name of

waiyang°hang merchants and because Fu- Chao-hang absorbed ben'gang･

hang.

　

This latter absorption occurred due to the Fu-Chao junks' take･

over of the Southeast Asian trade which had hitherto been manａｇｅｄby
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